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『朱

子
語
類
』
巻

一
〇
六
、
朱
子
三
外
任
、
南
康
に
は
朱
熹

の
文
書
に
対
す
る
姿
勢
が
表
さ
れ
て
い
る
。

法
。
鄭
県
有
事
於
鄭
州
、
只
是
牒
上
。
今
却
小
郡
与
鄭
大
郡
。
便
申
状
。
非
是
。
蓋
錐
是
大
郡
。
却
都
只
是
列
郡
。

只
合
使
牒
。
某
在

南
康
時
。
吏
人
欲
申
隆
興
及
建
康
。
除
了
安
撫
。
亦
只
是
列
郡
。
某
都
是
使
牒
。
吏
初
皇
催
。
某
与
之
云
。
有
法
不
妨
。

只
如
此
去
。

揚

こ
れ

に
は
田
中
謙
二
氏
に
よ
る
名
訳
が
あ
り
、
以
下
に
引
用
す
る
。

法

の
規
定
で
は
、
隣
り
の
県
が
隣
り
の
州
に
用
件
が
あ
る
と
き

(に
送
る
文
書
)
は
、
「牒
上
」
形
式
で
よ

い
の
に
、

い
ま
、
小
さ

な
郡

(州
、
以
下
同
じ
)
が
隣
り
の
大
き
な
郡
に
対
し
て

「申
」
形
式
の
書
状
を
使

っ
て
い
る
の
は
ま
ち
が

い
だ
。
あ
い
て
が
大
き
な

郡
で
あ
ろ
う
と
、
ど
ち
ら
も
同
じ
郡
な
ん
だ
か
ら
、
「牒
」
の
形
式
を
使
う
べ
き
で
あ
る
。

わ
た
く
し
が
南
康
に
い
た
と
き
、
胃
吏
が
隆
興
府
や
建
康
府
に
対
し
て

「申
」
の
形
式
を
採
用
し
よ
う
と
し
た
。
安
撫
使
の
と
こ
ろ

な
ら
と
も
か
く
、
ど
ち
ら
も
郡
な
ん
だ
か
ら
、
わ
た
く
し
は
み
な

「牒
」
の
形
式
を
使

っ
た
。
胃
吏
が
は
じ
め
は
び
く

つ
く
の
で
、
わ

宋
代

「備
准
」
文
書
と
情
報
伝
達

朱
熹

『
紹
煕
州
県
釈
奠

儀
図
』
「
文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」
の
分
析
か
ら

は

じ

め

に

小

林

隆

道



た
く
し
は
い
っ
て
や
っ
た
、
「法
規
が
あ
る
ん
だ
か
ら
か
ま
わ
ん
。
あ
く
ま
で
こ
う
い
う
ふ
う
に
や

っ
て
ゆ
く
ん
だ
」。
包
揚

こ
の
記
事
に
は
宋
代
に
お
い
て
文
書
形
式
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
時

に
、
そ
の
運
用
に
お
い

て
は
あ
る
慣
習
が
法
規
以
上
の
力
を
も
っ
て
作
用
し
、
文
書
行
政
の
現
場
で
は
む
し
ろ
規
定
通
り
に
行
わ
れ
な
い
の
が
常
態
で
あ

っ
た
こ
と

も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
現
場
に
お
い
て
も
慣
習
に
従
わ
ず
、
規
定
を
厳
密
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
朱

熹
の
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
非
常
に
興
味
深
い
。

そ

の
朱
熹

に
よ
り
発
給
さ
れ
た
文
書
の
原
文
が
現
在
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
つ
が
朱
熹

の
編
纂
し
た

『
紹
煕
州
県
釈
奠

儀
図
』

(以

下
、
『釈
璽
儀
図
』
と
略
す
)
の
冒
頭
に
収
録
さ
れ
る

「文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」
で
あ
る
。
原
文
書
に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
改
行

そ
の
他
の
体
裁
は
失
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
周
知
の
通
り
、
伝
世
す
る
宋
代
の
原
文
書
は
稀
少
で
あ
る
た
め
、
編
纂
史
料
と
な

る
前
段
階
の
こ
の
よ
う
な
史
料
は
当
時
の
行
政
文
書
に

つ
い
て
研
究
す
る
上
で
価
値
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
こ
の

「文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」
の
構
成
は
複
雑
で
、
難
解
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
文
書
を
扱

っ
た
従
来
の
研
究
は

管
見

の
限
り
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
分
析
を
進
め
る
に
当
り
有
効
な
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
官
司
間
で
の
文
書

の
や
り
と
り
が
繰
り
返
さ

れ
た
結
果
と
し
て
文
中
に
残
る
形
跡
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
跡
は
他
の
文
献
史
料
中
に
も
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば

、
上
奏
冒
頭
に
そ
の
形

跡
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
文
書
伝
達
経
路
が
わ
か
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
特
徴
を
最
大
限
に
利
用
し
た
研
究
が
平
田
茂

樹

「
宋
代
地
方
政
治
管
見
-
筍
子
、
帖
、
牒
、
申
状
を
手
掛
か
り
と
し
て
l
」
(『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』

一
一
、

二
〇
〇
七
)
で
あ
り
、

文
書
行
政
か
ら
見
た
地
方
政
治
の
見
取
り
図
が
析
出
さ
れ
て
い
る
。

そ

の
平
田
氏

の
論
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
史
料
で
も
あ
る
が
、
『
景
定
建
康
志
』
巻
四

一
、
錫
賦
雑
録
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

江
寧
県
、
嘉
定
八
年
六
月
初
七
日
、
準
府
帖
、
備
準
尚
書
省
筍
子
節
文
、
本
路
安
撫
転
運
奏
請
、
建
康
府
城
南

…
…

(中
略
)
…
…
五

月
二
十
九
日
奉
聖
旨
依
、
筍
付
本
府
、
已
備
帖
江
寧
県
遵
守
…
…

(後
略
)

こ
れ
よ
り
、
平
田
氏
は

「
(安
撫
使
)
奏
請
↓
①

(皇
帝
)
聖
旨
↓
②

(尚
書
省
)
筍
子
↓
③

(建
康
)
帖
↓
④
江
寧
県
」
と
い
う
文
書
伝

達
経
路
を
確
認
し
て
い
る
。



だ
が
、
こ
の
史
料
中
に
出
て
く
る

「備
準

(准
)
」
の
持

つ
意
味
に

つ
い
て
は
未
だ
判
然
と
し
な

い
。

「備
准
」

は
他
史
料
に
も
散
見
さ

れ
、

「准
」
と
明
確
に
区
別
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
文
書
伝
達
を
示
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る

「准
」
と

「備
准
」
の
違

い
は
何
な
の
だ

ろ
う

か
。
お
そ
ら
く

「備
」
は

「写
す
」

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
語
は
主
に
文
書
伝
達
を
示
す
箇
所
に
し
か
登
場
せ

ず
、

そ
れ
だ
け
を
見
て
も

「備
准
」
が
文
書
伝
達
過
程
中
に
お
い
て
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
な

い
。

「文

公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」
は
そ
の
名
称
中
に

「備
准
」
の
語
が
あ
り
、
正
に

「備
准
」
し
た
文
書
で
あ
る
。
冒
頭
に
記
し
た
通
り
、

朱
熹

は
文
書
形
式
に
相
当
う
る
さ
か

っ
た
。
そ
の
態
度
が
こ
の
文
書
に
も
反
映
さ
れ
、
「備
准
」
文
書
の
形
式
を
規
定
通
り
備
え
て
い
る
と

考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
文
書
の
形
式

・
書
式
に
注
目
し
て

「文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」
を
分
析
し
、

「備
准
」
文
書

の
構
成

と
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
現
存
す
る
宋
代
の
原
文
書
が
絶
対
的
に
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
特
に
官
司
間
の
行
政
文
書
に
関
し
、
厳
密
な
文

書
分
析
は
従
来
行
わ
れ
て
こ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
本
稿
は

一
石
を
投
じ
た
い
。

ま
た
、
そ
の
分
析
を
通
し
て
析
出
さ
れ
る
当
時

の
政
治
状
況
や
文
書
作
成
に
際
し
行
わ
れ
た

「節
略
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。
節

略
問
題
は
当
時
に
お
け
る
情
報
伝
達
を
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
我

々
が
ど
れ
だ
け
の
情
報
を
知
り
う
る
の
か
と
い
う
後
世

へ
の
情

報
伝
達
に
も
大
き
く
関
わ
る
。
こ
れ
は
今
回
扱
う
文
書
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
原
史
料
が
節
略
さ
れ
た
形
で
伝
世
さ
れ
る
編
纂
史
料
が
ど

の
よ
う
に
編
ま
れ
る
の
か
と
い
う
歴
史
学
の
根
本
の
部
分
に
結
び

つ
く
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
全
て
解
決
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
今
回
の
分

析
の
中
で
そ
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

な

お
、
『釈
璽
儀
図
』
の
版
本
に
は
叢
書
集
成
初
編
版
と
四
庫
全
書
版
と
が
あ
る
。
今
回
主
に
分
析
す
る
箇
所
に
限
れ
ば
両
者
に
大
き
な

違
い
は
無

い
が
、
他
箇
所
に
お
い
て
四
庫
全
書
版
に
は
脱
落
部
分
が
確
認
で
き
る
た
め
、
本
稿
で
は
叢
書
集
成
初
編
版
を
底
本
と
す
る
。
ま

た
、
本
稿
は
文
書
行
政

・
情
報
伝
達
と
い
う
立
場
か
ら
こ
の
文
書
を
考
察
す
る
た
め
、
そ
の
文
書
内
容
に
記
さ
れ
た
礼
制
自
体
に

つ
い
て
の

言
及

は
必
要
最
小
限
に
止
め
る
。



四
庫
全
書
に
載
せ
ら
れ
た

『
釈
璽
儀
図
』
の
提
要
に
は
、
そ
の
構
成
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

冒
頭
に

「淳
煕
六
年
礼

部
指
揮
」
「尚
書
省
指
揮
」
「紹
煕
五
年
牒
潭
州
州
学
備
准
指
揮
」
の
三
指
揮
の
原
文
が
載
せ
ら
れ
、
そ
の
次
に

「州

県
釈
奠

文
宣
王
儀
」、

次
に

「礼
器
十
九
図
」
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

。

た
だ
し
、
『
釈
璽
儀
図
』
中
に
記
さ
れ
た
指
揮
の
名
称
は
提
要
の
記
す
指
揮
の
名
称
と
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
順
に

「申
請
所
降
指
揮
」
「淳

煕
編

類
祀
祭
儀
式
指
揮
」
「文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」
で
あ
る
。
提
要
の
名
称
は
そ
れ
ぞ
れ
の
指
揮
が
ど
の
官
司
が

い
つ
出
し
た
を
明

確
に
し
て
記
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
本
稿
で
は

『
釈
璽
儀
図
』
中
に
あ
る
元
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

ま

た
、
提
要
は
特
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
最
初
の
二
指
揮
と
最
後

の
指
揮
の
間
に
は
註
が
挿
入
さ
れ
て
い
る

。
そ
れ
に
は
、
『
釈
奠

儀
図
』
頒
布
に
直
接
関
わ
る

「文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」

の
前
に
、

「申
請
所
降
指
揮
」
「淳
煕
編
類
祀
祭
儀
式

指
揮
」
を
附
し
た
理

由
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
二
指
揮
に
よ

っ
て
出
さ
れ
た
礼
書
は
朱
熹

の
見
解
と

の
く
い
ち
が

い
が
多
く
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
朱
嘉
は
知
潭
州
の
時
に
条
奏
し
知
潭
州
の
時
に
冊
定
し
て

『釈
璽
儀
図
』
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
最

初
の
二
指
揮
が
出
さ
れ

「文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」
は

『
釈
璽
儀
図
』
を
頒
布
す
る
際
に
潭
州
州
司
か
ら
州
学

へ
と
送
ら
れ
た
牒
形
式

の
行
政
文
書
で
あ
り
、

現
行

『釈
璽
儀
図
』

の
冒
頭
に
附
さ
れ
て
伝
世
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
文
書

の
解
釈
に
は

『
釈
奠
儀
図
』
成

立
過
程
の
把
握
が
必
要

と
な

る
。
し
か
し
、
『
家
礼
』
や

『
儀
礼
経
伝
通
解
』
と

い
う
朱
熹

の
代
表
的
な
礼
書
の
影
に
隠
れ
、
『
釈
奠
儀
図
』

は
注
目
さ
れ
ず
、
そ

れ
に
言
及
し
た
研
究
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は

『
釈
奠
儀
図
』
の
構
成
と
作
成
経
緯
を
確
認
し
て
い
く
。

(
1

)
構

成

一

『
紹

煕

州

県

釈

莫

儀

図

』

の

構

成

と

作

成

経

緯



「書
釈
奠

申
明
指
揮
後
」
は
欧
陽
脩

「裏
州
穀
城
県
夫
子
廟
記
」
(『
文
忠
集
』
巻
三
九
)
の
記
載
の
引
用
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
地
方
で

た
時
を
礼
典
を
修
明
し
た
始
め
と
位
置
づ
け
、
二
指
揮
を

「潭
州
牒
学
」
(
こ
の
註
の
文
中
に
使
用
さ
れ
る

「文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」

の
略
称
。
以
下
、
こ
の
略
称
を
用
い
る
)
の
前
に
列
し
た
と
す
る
。

で
は
、
『
釈
璽
儀
図
』
冒
頭
に
こ
れ
ら
三
指
揮
が
附
さ
れ
た
の
は
い
つ
だ

っ
た
の
か
。
礼
制
問
題
に

つ
い
て
述
べ
る
朱
嘉

の
意
見
を
見
る

と
、
朱
烹
が
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
の

一
つ
に
、
変
更
を
加
え
た
理
由
や
そ
の
根
拠
と
な
る
章
疏

・
指
揮
を
全

て
附
載
し
て
州
郡
に
下
す
べ

き
だ
と
す
る
点
が
あ
る

.,こ。
そ
の
彼
の
態
度
を
見
る
と
、
自
己
が
編
纂
し
た

『
釈
奠
儀
図
』
頒
布
の
際
に
根
拠
と
な
る
指
揮
を
載
せ
な
か

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」
と

い
う

「文
公
」
を
冠
し
た
名
称
は
当
然
朱
熹

の
死
後
に
付
け
ら
れ
た
と
し

て
も
、
本
文
自
体
は
紹
煕
五
年
に
頒
布
さ
れ
た
際
に
添
附
さ
れ
、
ま
た
後
に

『
釈
奠
儀
図
』
が
刊
行
さ
れ
た
際
に
も
冒
頭
に
附
さ
れ
て
い
た

と
考

え
ら
れ
る
。

(
2
)
作
成
経
緯

四
庫
提
要
に
は

『
釈
奠
儀
図
』
作
成
経
緯
に

つ
い
て
も
記
さ
れ
、
そ
れ
は

『
朱
子
年
譜
』

(以
下
、
『
年
譜
』
と

略
す
)
を
参
考
と
し
た

と
す

る
。
そ
れ
ら
大
部
分
は
慶
元
元
年

(
一
一
九
五
)
正
月
五
日
に
朱
熹

自
ら
が

『
釈
璽
儀
図
』
作
成

の
本
末
を
記
し
た

『
晦
庵
集
』
巻
八

三

「書
釈
奠

申
明
指
揮
後
」
に
記
さ
れ
た
叙
述
に
ほ
ぼ
依
拠
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
「書
釈
奠

申
明
指
揮
後
」
を
中
心
に
作

成
経
緯
を
追

い
、
特
に
冒
頭
に
附
さ
れ
た
三
指
揮
と
の
関
係
を
確
認
す
る
。
そ
の
際
、
提
要
が
独
自
に
設
け
て
い
る

「初
稿
」
「再
修
」
「定

稿
」

と
い
う
段
階
を
用
い
、
便
宜
的
に
分
け
て
考
察
す
る
。

a
初
稿



「書
釈
黄
申
明
指
揮
後
」
は
次
に
淳
煕
六
年

(
一
一
七
九
)
と
紹
煕
元
年

(
一
一
九
〇
)
の
事
情
を
記
す

。
提
要
は
こ
の
時
期
を
釈
奠

儀
礼

の

「再
修
」
と
位
置
づ
け
る

。

淳
煕
六
年
、
朱
熹

は
知
南
康
軍
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
時
に
朝
廷
に
礼
書
を
頒
降
す
る
よ
う
申
請
し
た
。
こ
の
申
請

は

『晦
庵
集
』
巻
二
〇

「乞
頒
降
礼
書
状
」
と
し
て
確
認
で
き
る
。
そ
の
内
容
は
、
『
政
和
五
礼
新
儀
』
は
も
と
も
と
各
州
に
印
本
が
配
ら
れ
て
い
た
が
、
北
宋
末

か
ら
南
宋
初
期

の
兵
火
で
多
く
は
散
失
し
て
お
り
、
州
県
の
釈
奠
を
は
じ
め
と
す
る
儀
礼
は
依
拠
す
る
所
が
無

い
の
で
、
『
政
和
五
礼
新
儀
』

儀
礼
が
規
範
通
り
に
行
わ
れ
て
い
な
い
実
情
を
伝
え
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
文
を
読
ん
だ
当
初
、
朱
熹

は
欧
陽
脩

の
言
葉
が
大
げ
さ
だ
と
疑

っ
た
が
、
自
ら
が
州
県
官
と
な
り
現
場
を
実
際
に
見
て
よ
う
や
く
そ
の
記
述
が
誇
張
で
は
な
い
こ
と
を
知

っ
た

。

こ
の
具
体
的
年
代
に

つ
い
て

「書
釈
奠

申
明
指
揮
後
」
は
記
さ
な
い
が
、
提
要
は
朱
熹

の
初
任
泉
州
同
安
県
主
簿

の
時

の
こ
と
と
解
釈
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
紹
興
二
五
年

(
一
一
五
五
)、
泉
州
同
安
県
主
簿
で
あ

っ
た
朱
熹

は
州
学
の
釈
奠
儀
礼
に
規
範
が
無

い
の
を
見

て

『
政
和
五
礼
新
儀
』

を
県
に
求
め
た
が
、
無
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
た
め
、
『
周
礼
』
『
儀
礼
』
『唐
開
元
礼
』
と

い
っ
た
宋
以
前

の
儀
礼
の
書
と
紹
興
年
間
に
発
布
さ
れ
た

『
紹
興
祀
令
』
を
相
い
参
考
し
て
礼
儀
器
や
衣
服
な
ど
の
図
を
作
成
し
、

そ
れ
に
説
明
を
附
し
て

釈
璽
儀
礼
に
備
え
た
と
い
う

。
提
要
は
こ
れ
を

「初
稿
」
と
し
て

『
釈
奠
儀
図
』

の
原
型
と
見
な
し
て
い
る
。

提

要
及
び

『
年
譜
』
は
、
こ
の
時
期
か
ら
既
に
朱
熹

が

『
政
和
五
礼
新
儀
』
を
拠
る
べ
き
典
故
と
見
な
し
た
と
し
て
い
る
。
だ
が
、

「書

釈
奠

申
明
指
揮
後
」
の
こ
の
時
期
に
つ
い
て
の
記
述
に
は

『
政
和
五
礼
新
儀
』
は
登
場
し
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
提
要
及
び

『
年
譜
』
は
、

こ
の

「初
稿
」
以
降
の
礼
制
問
題
の
展
開
を
既
に
知
る
視
点
か
ら
後
に
焦
点
と
な
る
問
題
点
を
紹
興
年
間

の
事
実
に
敷
衛
し

た
可
能
性
が
高

い
。
し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た

『政
和
五
礼
新
儀
』
が
こ
れ
以
降
の

『
釈
奠
儀
図
』
作
成
経
緯
の

関
鍵
と
な
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

b

再
修



を
調

べ
、
行
う
べ
き
礼
制
を
木
刻
し
て
諸
路
州
軍
に
行
下
す
る
こ
と
を
願

っ
た
も
の
で
あ
り
、
「初
稿
」
段
階
に
お
け
る
状
況
を
踏
ま
え
た

も
の
と
な

っ
て
い
る
。

そ

し
て
、
こ
の
朱
熹

の
申
請
に
対
し
て
朝
廷
か
ら
出
さ
れ
た
礼
部
符
が

『
釈
奠
儀
図
』
冒
頭
三
指
揮
の
最
初

「申
請
所
降
指
揮
」
で
あ
る
。

そ
の
冒
頭
に
は
朱
喜
描の
申
と
小
貼
子

(
「乞
頒
降
礼
書
状
」)
が
ほ
ぼ
全
文
引
用
さ
れ
て
い
る
。
礼
部
は
朱
熹

の
申

を
受
け
、
太
常
寺
に
問

い
合
わ
せ
て

『
政
和
五
礼
新
儀
』
中
の
関
連
資
料
を
そ
の
報
告
と
と
も
に
受
け
る
。
そ
う
し
た
上
で
礼
部
は
南
康
軍

(朱
熹

)
に
符
を
下
し
、

そ
れ

に
従
い
施
行
し
釈
奠

等
の
儀
礼
に
関
す
る
太
常
寺
の
照
会
を
詳
か
に
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

こ
の

「申
請
所
降
指
揮
」
は
淳
煕
六
年
八
月
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
ヶ
月
後
の

一
〇
月
に
は
尚
書

省
か
ら

「淳
煕
編
類
祀

祭
儀
式
指
揮
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
朝
散
郎
権
礼
部
侍
郎
兼
侍
講
齊
慶
冑

の
筍
子
が
ま
ず
引
か
れ
て
い
る
。
彼
の
上
奏
が
同
年

一

〇
月

一
七
日
で
あ

っ
た
こ
と
は

『
宋
会
要
』
礼

一
四

一
〇
〇
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
彼

の
上
奏
に
対
し

一
〇
月

一

九
日
に
聖
旨
が
下
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
翌
二
〇
日
に
尚
書
省
が
礼
部
太
常
寺
に
対
し
典
故
を
調
べ
る
よ
う
命
令
を
下
し
て
い
る
。
そ
う
し

て
作
成
さ
れ
た
の
が

『淳
煕
編
類
祀
祭
儀
式
』

(以
下
、
『
淳
煕
儀
式
』
と
略
す
)
で
あ

っ
た

。

し
か
し
、
「書
釈
璽
申
明
指
揮
後
」
に
は

「其

の
本
書
自
ら
多
く
抵
悟
す
」
と
あ
り
、
『
淳
煕
儀
式
』
に
は
朱
熹

の
見
解
と
の
く
い
ち
が

い
が
多
く
あ

っ
た
。
そ
の
理
由
は
作
成
時
に
参
照
し
た
制
度
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
朱
熹
は

『
政
和
五
礼
新
儀
』
を
依
る
べ
き
典
故
と

す
る
。

一
方
、
「淳
煕
編
類
祀
祭
儀
式
指
揮
」
を
見
る
と

『淳
煕
儀
式
』
編
纂
に
当

っ
て
参
照
し
た
も

の
に
は
、
『
政

和
五
礼
新
儀
』
の
他

に
大
中
祥
符
に
頒
降
さ
れ
た
州
県
釈
奠

祭
器
制
度
と
元
豊
郊
廟
奉
祀
礼
文
と
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に

『淳
煕
儀
式
』
と
朱
熹

の
見
解
と

の
間

に
違

い
を
生
じ
さ
せ
た
原
因
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

。
そ
の

『
淳
煕
儀
式
』

の
矛
盾
に
関
し
て
朱
烹
は

『
晦
庵
集
』
巻

二
〇

「乞

増
修
礼
書
状
」
(淳
煕
七
年
三
月
)
を
提
出
す
る
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
依
る
べ
き
典
故
と
し
て

『
政
和
五
礼
新
儀
』
し
か
挙
げ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
朝
廷
の
対
応
は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
朱
熹
が
淳
煕
年
間
に
礼
書
を
増
修
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
が

「未
施
行
」

だ

っ
た
と
提
要
が
記
す
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

そ

の
後
、
紹
煕
元
年
、
朱
熹

は
知
潭
州

へ
移
る
が
、
そ
の
地
で
釈
璽
儀
礼
に
関
す
る
数
事
を
列
挙
し
、
そ
の
書
を
礼
官
に
渡
し
た
。
そ
の



「書
釈
璽
申
明
指
揮
後
」
は
続
け
て
、
そ
の
二
年
後
の
紹
煕
五
年

(
一
一
九
四
)
に

つ
い
て
記
す

。
そ
の
年
に
朱
喜
酷は
知
潭
州
と
な
る

が
、

そ
の
頃
に
彼
の
弟
子
で
あ
る
虐
農
仁

(字
は
元
善
)
が
太
常
少
卿
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
り
は
じ
め
て
往
年
に
受

け
た
勅
命
を
取
り
潭
州

に
下
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
お
そ
ら
く

「潭
州
牒
学
」
を
出
す
以
前
に
受
け
た
文
書

(太
常
寺
牒
)
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
は

「吏
文
重
復
繁
冗
に
し
て
、
幾
ど
読
む
可
か
ら
ず
」
と
、
吏
文
が
複
雑
に
重
複
し
て
お
り
当
時
の
人
で
す
ら
読

め
な
か

っ
た
と
い
う
。

更
に
、
孝
宗
が
同
年
六
月
に
没
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
契
機
と
し
た

「紹
煕
内
禅
」
に
よ
り
七
月
に
は
寧
宗
が
即
位
し

て
お
り
、
大
典
礼
の
た

め
諸

州
に
遍
く
下
す
時
間
的
余
裕
が
無

い
状
況
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
同
年
七
月
、
朱
熹

は
趙
汝
愚
に
推
薦

さ
れ
て
行
在
に
召
さ
れ

上
奏

を
行

っ
て
い
る
。

朱
熹

は
当
時
目
を
患

っ
て
い
た
が
、
そ
の
病
身
を
お
し
て

『
釈
奠
儀
図
』
原
稿
を
チ

ェ
ッ
ク
し
、
繁
雑
な
箇
所
を
削
除
し
て
数
条
に
ま
と

め
、
州
案
に
送
り
州
の
学
官
に
渡
し
、
属
県
に
符
し
、
帥
司
に
関
し
、
管
轄
諸
州
に
下
し
た
と

い
う
。
提
要
で
は
こ
れ
が

「最
後
の
定
稿
」

で
あ

り
、
即
ち

『
釈
奠
儀
図
』
で
あ
る
と
言
う

爵
。

こ
の
州
学
に
渡
す
際
に
発
し
た
文
書
が
今
回
の
分
析
対
象
と
な
る

「潭
州
牒
学
」
で

あ
る
。

内
容
は

『
晦
庵
集
』
別
集
巻
五

「
釈
奠
申
礼
部
検
状
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
朱
喜
描の
意
見
を
巡

っ
て
は
、

か
な
り
の
検
討
が
加
え

ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
淳
煕
年
間
に
刻
さ
れ
た
版
木
が
既
に
見
あ
た
ら
ず
、
後
に
老
吏
の
家
に
あ
る
の
を
得
た
と
い
う
よ
う
な
状

況
の
中
で
、
議
論
は
な
か
な
か

一
致
を
見
な
か
っ
た
。
二
年
越
し
で
議
論
が
な
さ
れ
、
紹
煕
三
年

(
一
一
九
二
)
に
は
じ
め
て
議
論
が
定
ま

り
、
条
奏
し
て
施
行
を
申
請
す
る
と
こ
ろ
ま
で
至
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

一
件
を

つ
か
さ
ど
る
者

(お
そ
ら
く
礼
官
)
が
、
た
ま
た
ま
他
の

官

へ
と
移

っ
て
し
ま
い
、
議
論
し
て
決
し
た
格
は
遂
に
下
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

c

定

稿



本
節
で
は

『
釈
奠
儀
図
』
に
附
さ
れ
た
指
揮

「潭
州
牒
学
」
本
文
を
文
書

・
情
報
伝
達

の
視
点
か
ら
分
析
を
進
め

て
い
く
。
だ
が
、
こ
の

指
揮

に
引
用
さ
れ
た
文
書
は

「吏
文
重
復
繁
冗
に
し
て
、
幾
ど
読
む
可
か
ら
ず
」
と
、
当
時

の
人
々
に
も
読
解
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
複
雑

・

二「
潭

州

牒

学

」

分

析

と

文

書

伝

達

経

路

の

再

構

成

以
上
、
提
要
が
独
自
に
設
定
し
た

「初
稿
」
「再
修
」
「定
稿
」
と
い
う
段
階
に
従

っ
て

『
釈
奠
儀
図
』
作
成
経
緯
を
追

っ
た
。
だ
が
、
「書

釈
璽
申
明
指
揮
後
」
に
は
更
に
そ
の
後
の
具
体
的
状
況
も
記
さ
れ
て
い
る
。
先
に
登
場
し
た
太
常
少
卿
窟
膿
仁
が
中
央
を
去
る
と
、
太
常
寺

は

『
釈
貫
儀
図
』
を
他

の
州
に
下
す
こ
と
を
二
度
と
し
な
か

っ
た
と
い
う

。
ま
た
、
「書
釈
璽
申
明
指
揮
後
」
の
文
章
を
書
く
に
至

っ
た

経
緯

も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
紹
煕
五
年
に
朱
嘉
は
中
央
で
寧
宗
の
侍
講
と
な

っ
た
が
二
ヶ
月
で
中
央
を
去

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
翌
年
の
慶
元

元
年
、
長
沙
郡
文
学
の
郡
困
が

『
釈
奠
儀
図
』
を
木
刻
し
て
広
め
た
い
旨
を
伝
え
た
。
朱
熹

は
そ
の
志
を
喜
び
、
『
釈
奠
儀
図
』
作
成
の
本

末
を
書
き
記
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
礼
が
変
わ
り
易
く
、
そ
し
て
廃
れ
て
し
ま

っ
た
時
の
困
難
さ
は
、
釈
奠

に
関
し
て
だ
け
に
止
ま
ら

な

い
こ
と
を
後
の
君
子
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
と
す
る
。

一
方
、
提
要
で
は
理
宗
期
以
降
に

『釈
璽
儀
図
』
の
内
容
に
手
が
入
れ
ら
れ
て
変
更
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
朱
熹

の
死

後
、

そ
の
弟
子
筋
の
道
学
者
た
ち
に
よ
り
内
容
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
ま
で
利
用
し
た

『
晦
庵
集
』
も

『年
譜
』
も
、
後
世
の
道
学
者
た
ち
に
よ
り
矛
盾
を
隙
無
く
埋
め
る
過
程
で
手
を
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
否
定

し
得
な

い
。
し
か
し
、

本
稿

で
分
析
対
象
と
す
る
の
は

『
釈
奥
儀
図
』

の
内
容
本
文
で
は
な
く
、
そ
の
前
に
附
さ
れ
た
指
揮
で
あ
り
、
提
要

に
お
い
て
も
そ
れ
ら
指

揮
は
原
文
を
録
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
れ
で
も
な
お
道
学
諸
系
統
の
動
向

へ
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
指
揮
に
対
し
て
後
世
に
意

図
的

に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
原
文
の
ま
ま
伝
わ

っ
て
い
る
と
見
な

し
、
以
下
に
論
を
進
め

て
い
く
。



「潭
州
牒
学
」
冒
頭
に
は
、
「准
行
在
太
常
寺
牒
、
准
行
在
尚
書
礼
部
符
、
准
紹
煕
三
年
八
月
十
七
日
勅
、
中
書
門

下
省
尚
書
省
送
到
礼
部

状
、
准
批
下
礼
部
申
、
拠
朝
散
郎
直
宝
文
閣
権
発
遣
潭
州
軍
州
兼
管
内
勧
農
事
朱
熹
状
…
…
」
([
図
解

1
]
①
～
⑧
)
と
あ
る
。
「准
」
+

「太
常
寺
牒
」
と
い
う
よ
う
な

「准

(「拠
」

「備
准
」
等
)」
+

「文
書
名

(
「官
司
名
」
+

「文
書
形
式
」)
と
い
う
形
か
ら
、
ど
の
官
司

か
ら
出
さ
れ
た
何
形
式

の
文
書
を
受
け
取

っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
文
書
が
潭
州
に
伝
達
さ
れ
る
ま
で
に
ど

の
よ
う
な
経
路
で
処
理

さ
れ
た

の
か
を
あ
る
程
度
確
定
で
き
る
。
更
に
重
要
な

こ
と
は
、
「文
書
名
」

の
後
に
書
か
れ
た
文
は
、
基
本
的
に
そ
の
文
書
に
記
さ
れ
た

文
の
引
用
或
は
節
略
で
あ
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り

「准
行
在
太
常
寺
牒
、
准
行
在
尚
書
礼
部
符
…
」
内
で

「准
行
在
尚
書
礼
部
符
…
」
と
あ

る
部
分
は
太
常
寺
牒
に
お
い
て
節
略

・
引
用
さ
れ
た
礼
部
符
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
節
略

・
引
用
の
繰
り
返
し
が

「吏
文
重
復
繁
冗
」
と

呼
ば
れ
た
所
以
で
あ
ろ
う
.
そ
こ
で
、
読
解
に
際
し
て
は
文
章
中
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
の
範
囲
が
ど
の
官
司
か
ら
出
さ
れ
た
文
書
な
の
か

を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
.

そ

の
引
用
範
囲
確
定

の
際
に
有
効
な
の
が
、
当
時

の
行
政
文
書
に
お
け
る
文
書
形
式
と
書
式
で
あ
る
。
文
書
形
式

に
は
文
書
を
受
け
渡
す

機
関
相
互
の
統
属
関
係
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
種
類
が
あ
っ
た
。
例
え
ば

「申
状
」
は
下
級
官
司
が
統
属
関
係
の
あ
る
上
級
官
司
に
用
い
、
「牒
」

は
統
属
関
係
の
無
い
官
司
同
士
の
平
行
文
書
に
用
い
、

「関
」
は
長
官
を
同
じ
く
す
る
官
司
同
士
が
関
係
あ
る
事
柄

に

つ
い
て
文
書
を
や
り

と
り
す
る
際
に
用
い
、
「帖
」
は
州
か
ら
属
県

へ
の
下
行
文
書
、
及
び
同
様
な
上
司
-
属
部
間
で
の
下
行
文
書
と
し
て
用
い
、

「符
」
は
尚

書
省

の
諸
部
か
ら
の
下
行
文
書

(部
符
)
及
び
州
か
ら
所
属
の
県
に
下
す
文
書
に
用
い
る

。

そ
し
て
、
文
書
形
式
が
決
ま
る
と
そ
れ
に
対
応
す
る
書
式
が
決
ま
る
。
こ
れ
ら
書
式
の
い
く
つ
か
は

『
慶
元
条
法
事
類
』
に
載
せ
ら
れ
て

(1
)
「潭
州
牒
学
」
読
解
方
法

難
解

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
を
現
代
の
我
々
が
読
む
に
は
相
応
の
工
夫
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
既
に
常
識

と
さ
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な

い
が
、
先
に
そ
の
読
解
方
法
を
敢
え
て
確
認
し
、
意
識
的
に
そ
れ
を
用
い
て
い
く
こ
と
と
す
る
。



[図
解
1
]
作
成
に
当
り
ど
の
よ
う
に
引
用
範
囲
を
確
定
し
た
か
に
つ
い
て
、
そ
の
全
て
を
記
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
こ
で
は
解
釈
の

関
鍵
と
な
り
、
そ
れ
故
に
見
解
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う

「行
在
尚
書
礼
部
符
」
と

「行
在
太
常
寺
牒
」
の
引
用
範
囲
確
定
を
中
心
に
確
認
し

て
お
き
た

い
。 (2

)
部
符
の
書
式
～
部
符
引
用
範
囲
の
確
定

お
り
、
参
考
と
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
書
式
に
用
い
ら
れ
る
定
型
句
が
あ
り
、
例
え
ば

『
朝
野
類
要
』
で
は

「部
符
」
の
末
尾
に
は
必
ず

「符

到
奉

行
」
の
結
語
を
用
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る

。

も
う

一
つ
注
意
す
べ
き
点
は
、
文
章
を
平
叙
文
と
し
て
読
む
か
命
令
文
と
し
て
読
む
か
に
よ

っ
て
、
ど
の
官
司
が
出
し
た
文
書
な
の
か
が

変
化
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば

「牒
州
施
行
」
と
あ
る
場
合
、
平
叙
文
と
し
て

「州
に
牒
し
て
施
行
す
」
と
読
め
ば
、
州
に
牒
し
た
官

司
が
自
ら
の
行
為
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
命
令
文
と
し
て

「州
に
牒
し
て
施
行
せ
よ
」
と
読
め
ば
、
州
に
牒
す
べ
き
官
司
に

対
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
同
じ
文
言
で
あ

っ
て
も
発
給
す
る
官
司
が
変
わ
れ
ば
、
平
叙
文
と
し
て
読
む
か
、
命
令

文
と

し
て
読
む
か
変
わ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
事
項
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
引
用
範
囲
を
確
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
四
角
の
枠
で
囲
い

「潭
州
牒
学
」
の
構
成
を
示
し
た
も
の
が

[図
解
1
]
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
図
解
方
法
は
植
松
正
氏
が

『
元
典
章
』
を
分
析
す
る
方
法
と
し
て
提
示
し
て
お
ら
れ
、
今
回
そ
の
墾
み

に
倣

っ
た

。
な
お
、
[図
解

1
]
で
は
文
書
構
成
を
明
確
に
す
る
た
め
に
太
常
寺
牒
内
の
最
後
の
部
分
は
省
略
し
て
あ
る
。



図
解

1

一
『
紹
煕
州
県
釈
奠

儀
図
』

「文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指

揮
」

図
解

2

一
『
晦
庵
集

』
巻

九
九

「社
倉
事

目

〔勅
令
併
蹟
語
附
〕

勅
命
」

図
①
准

.
団
②
行
在
太
常
寺
牒

准

[
}③
行
在
尚
書
礼
部
符

准

回
]

同
目
轡
紹
煕
三
年
八
月
十
七
日
勅

一

回
⑤
中
書
門
下
省
尚
書
省
送
到
礼
部
状

准

.

回
@
批
下

園

え

部
申

一
⑨
拠
朝
散
郎
直
宝
文
閣
権
発
遣
滝
州
軍
州
兼
管
内
勧
農
事
朱
壽
状
申
措
置
礼
儀
事
一

一
国
⑨
本
寺
く,
将
本
官
所
乞
事
理
逐

一
開
項
看
詳
F
項
、
伏
乞
省
部
備
申
朝
廷
。
候
令
-
降

一

.

⑩
指
揮
。
日
下
従
本
寺
将

『
州
県
釈
葵
文
宣
王
位
次
序
儀
式
』
改
正
、
及
備
坐
今
来
申

⑪
明
指
揮
行
ド
臨
安
.府
鐘
版
、
同

『
紹
興
製
造
礼
器
図
』
印
造
、
装
背
作
冊
、
頒
降
2
施

.

愈
行
、
所
有
印
版
、
候
頒
降
畢
日
、
緻
送
本
寺
収
掌
、
申
候
指
揮
.、

⑬
本
部
所
拠
太
常
寺
申
所
有
緻
連
到

『文
宣
モ
神
位
次
序
儀
式
』
、
緻
連
任
前
.、
伏
候
指
揮
、.

息
候
批
送
部
、
逐
一
看
詳
、
申
尚
書
省
、.

.

一

⑮
本
部
照
得
、
太
常
寺
看
詳
事
理
、
巳
得
允
当
、、
本
部
今
看
詳
、
欲
従
本
寺
巳
看
3
詳
到
逐
項
事
理
施

…

⑯
行
。
伏
候
指
揮
.

回
了
八
月
卜
七
日
、
三
省
同
奉

…

要

聖
旨

依
礼
部
看
詳
到
事
理
施
行
..…

…

⑲
奉
勅
如
右
、
牒
到
奉
行
、

⑳
前
批
、
へ
月
十
へ
日
巳
時
、
井

『
神
位
次
序
儀
式
』、
付
礼
部
施
行
、
伽
関
合
属
去
処
、
符
寺
施
行
..

〔4
当
寺
、
除
已
牒
臨
安
府
鐘
板
頒
降
外
、
所
有

『神
位
儀
式
』
井

『礼
器
図
本
』
、
頭
粘
在
前
、
牒
州
施
行
..

葱
州
司
、
今
奉
知
府
修
撰
躬
親
対
画

一
詮
次
、
下
案
遵
守
、
合
行
備
牒
州
学
諸
県
、
彷
関
撫
司
、
遍
牒
諸
州
、
頒
下
諸
県
、

鐙
照
応
施
行
,

…

・
(中
略

一
朱
熹
の
意
見
に
対
す
る
太
常
寺
に
よ
る
回
答
)
…

⑳
牒
、、
請
詳
前
項
太
常
寺
牒
内
備
坐
到
事
理
遵
守
、
逐

一
施
行
、
具
状
供
申
。
謹
牒
..

3

紹
煕
五
年
へ
月

目
牒

悉

従
政
郎
潭
州
善
化
県
丞
権
察
推

厳

観
察
推
官

閾

葱

承
直
郎
武
安
軍
節
度
推
官

王

蓼

文
林
郎
潭
州
観
察
支
使

王

⑳

通
直
郎
贔
書
武
安
軍
節
度
判
官
庁
公
事

連

⑳

朝
散
郎
通
判
潭
州
軍
州
兼
管
内
勧
農
営
田
事

富

鍾

朝
奉
大
夫
通
判
潭
州
軍
州
兼
管
内
勧
農
営
田
事

林

.
⑫

朝
散
郎
秘
閣
修
撰
権
発
遣
潭
州
兼
管
荊
湖
南
路
安
撫
司
公
事

宋

叢
書
集
成
初
編
版
と
四
庫
全
書
版
の
文
字
の
異
同

1

一令
一
　
四
庫
全
書
で
は

「今
一.

2

「降
」
一
四
庫
全
書
で
は

「下
」..

3

「看
二
叢
書
集
成
初
編
で
は

「有
」
だ
が
、
四
庫
全
書
に
よ
り
改
む
..

①
行
在
尚
書
戸
部

準

②
淳
煕
八
年
十
二
月
二
十
八
ロ
ー
勅

一

③
中
書
門
ド
省
尚
書
省
送
到
戸
部
状

準

④
淳
煕
八
年
十

一
月
二
十
八
日
尚
書
省
送
到
宣
教
郎
直
秘
閣
新
提
挙
両
漸
東
路
常

⑤
平
茶
塩
公
事
朱
熹
筍
子
奏

"
臣
所
居
建
寧
府
崇
安
県
開
耀
郷
、
有
社
倉

一
所
、
係

⑥
昨
乾
道
四
年
郷
民
歎
食
、
本
府
給
到
常
平
米
六
百
石
…
…

(中
略
)
…
…
及
今
歓

⑦
歳
施
行
、
人
必
願
従
者
衆
、
伏
望
聖
慈
詳
察
、
特
賜
施
行
、.
取
進
止
、

⑧
三
省
同
奉

…⑨
聖
旨

令
戸
部
看
詳
聞
奏
。

⑩
本
部
今
検
準

『
紹
興
重
修
常
平
免
役
令
』
…
…

(中
略
)
…
…
価
仰
提
挙
司
類
聚
具

…

⑪
申
、
聴
候
朝
廷
指
揮
,
奏
聞
事
,

⑫
十
二
月
二
十
二
日
、
三
省
同
奉

⑬
聖
旨

依
戸
部
看
詳
到
事
理
施
行
。

⑭
奉
勅
如
右
、
牒
到
奉
行

、

⑮
前
批
、
十
二
月
二
十
四
日
辰
時
、
付
戸
部
施
行
、
傷
関
合
属
去
処
、
須
至
指
揮
、

⑯
両
漸
東
路
提
挙
常
平
司
主
者
、
仰

一
依
今
来
勅
命
指
揮
、
疾
速
施
行
、
伽
関
合
属
去
処
、
符
到
奉
行
。

⑰

淳
熈
八
年
十
二
月

日
ド

⑱

書
令
史
郭
纏

令
史
頓
坦

主
事
全
安
.仁

⑲

将
作
少
監
兼
権
戸
部
郎
中
兼
権

押

⑳

新
除
郎
官

未
上

⑳

郎
中

1

=
一十
八
日
一
二

二
十
二
日
一
の
誤
り
か
、.
『
宋
史
』
巻
三
五
、
孝
宗
本
紀
に

「
(淳
煕
八
年
)
十
二

月
癸
卯
朔
、
…
…
官
出
南
庫
銭
三
十
万
繕
、
付
新
漸
東
提
挙
常
平
朱
熹
振
羅
。
…
…
甲
子
、
ド
朱
熹

社
倉
法
干
諸
路
,
一
と
あ
る
。
「
甲
子

一
は
二
二
日
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
事
が
②
勅
と
⑬
聖
旨

の
い
ず
れ
を
指
し
て
い
る
か
が
問
題
と
し
て
残
る
ー、
ま
た
、
岳
珂

『
金
佗
続
編
』
巻

.
三

「吏
部
復

田
宅
告
示
」
に
載
る

「
隆
興
元
年
四
月
二
十
三
口
勅
一
で
は

「
四
月
二
十
三
日
、
三
省
同
奉
聖
旨

」

及
び

「前
批
、
四
月
二
十
四
日
辰
時
、
付
吏
部
施
行
、
防
関
合
属
去
処
」
と
あ
り
、
ま
た
同

「
戸
部

復
田
宅
符
」
に
載
る

「隆
興
元
年
七
月
二
十
九
日
勅
」
に
は

「七
月
二
十
九
日
、
奉
聖
旨

一
及
び

「前

批
、
八
月

一
口
辰
痔
、
付
戸
部
施
行
、
傷
関
合
属
去
処
、
須
至
指
障

一
と
あ
り
、
勅
の
日
付
は
聖
旨

を
得
た
の
と
同
日
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、
②
勅
も
⑬
聖
旨
と
同
日
の
淳
煕
八
年

一
二
月
二

二
日
と
推
測
さ
れ
る
が
、
後
考
を
待
つ
、



ま
ず
、
符
の
書
式

か
ら
確
認
す
る
。
こ
の
符
式
は

『
慶
元
条
法
事
類
』
巻

一
六
、
文
書
に
以
下
の
如
く

載
せ
ら
れ
て
い
る
。

某
州

某
事
云
云
。

某
処
主
者
云
云
。
符
到
奉

行
。

年
月

日
下

吏
人
姓
名

具
官

〔止
書
差
遣
帖
式
准

此
〕
書
字
。

冒
頭
に
は
こ
の
文
書

の
発
給

元
が
書
さ
れ
る
。
こ

の
書
式
で
は

「某
州
」
と
な

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は

州
か
ら
出
す
符
と
い
う
前
提
に

こ
の
書
式
が
作
成
さ

れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
が
部
か
ら
発
給
さ
れ

た
場
合
に
は

「～
部
」
と
変
わ
る
。
次
に
、
発
給
先

は

「某
事

云
云
」
の
後
に
改
行
し
て

「某
処
主
者
」

と
書
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
形
式
の
上
で
は

「某
州

↓
某
処
主
者
」
と
い
う
経
路
で
文
書
伝
達
が
行
わ
れ

た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

a

『
慶
元
条
法
事
類
』
に
見
え
る
符

の
書
式

図
解

1

　
『
紹
煕
州
県
釈
奠

儀
図
』

「文
公
潭
州
牒
州
学
備
准
指
揮
」
和
訳

[凶

(以
ド
の
文
書
[山
を
)
准
け
た

[田
行
在
太
常
寺
牒

(以
下
の
文
書
[
]を
)
准
け
た

[
}官
在
尚
書
礼
部
符

〔以
下
の
文
書
圏

ご

准
け
た

回
]
紹
煕
三
年
八
月
十
七
日
勅

一

圏

甲

書
門
・
省
暮

省
が
送
付
し
て
き
た
礼
部
の
状

(以
・
の
文
轟

乞
)
准
け
た

…

圖

(以
下
の
文
丑
甲
グこ

批
ド
し
た

…

団
礼
部
の
申

一

.

朝
散
郎
直
宝
文
閣
権
発
遣
滝
州
軍
州
兼
管
内
勧
農
事
朱
熹
の
状
に
拠
り
礼
儀
を
措
置
す
る
事
を
申
し
ま
す
.

一

圖
本
寺

(太
常
寺
)
は
今
、
本
官

(朱
熹
V
が
願
い
出
た
事
理
を
逐

一
列
挙
し
て
下
項
の
よ
う
に
審
理
し

一

ま
し
た
.
省
部
か
ら
朝
廷
に
備
申
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
願
い
ま
す
、
指
揮
が
降
さ
れ
る
の
を
待
ち
ま
す
..

.

さ
し
あ
た
り
本
寺
が

『
州
県
釈
奨
文
宣
王
位
次
序
儀
式
』
を
改
正
す
る
の
に
従
い
、
ま
た
現
在
申
明
さ

れ
て
い
る
指
揮
を
つ
ぶ
さ
に
列
挙
し
て
臨
安
府
に
鑓
版
を
行
下
し
、
『紹
興
製
造
礼
器
図
』
と
同
に
印

一

造
し
、
装
丁
し
て
冊
を
つ
く
り
頒
降
し
て
施
行
し
、
ヒ
述
の
印
版
は
頒
降
が
終
わ
る
日
を
待
っ
て
、
本

寺

(太
常
寺
)
に
送
ら
せ
受
け
取
り
保
管
す
る
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
.、
申
し
て
指
揮
を
待
ち
ま
す
.、

本
部

(礼
部
)
は
拠
る
所
の
太
常
寺
の
申
が
添
附
し
て
き
た

『文
宣
王
神
位
次
序
儀
式
』
を

(本
文
書
の
)

前
に
添
附
し
て
お
送
り
し
ま
す
,
伏
し
て
指
揮
を
待
ち
ま
す
,

こ
の
批
が
部
に
送
ら
れ
る
の
を
待
ち
、
逐

.
審
査
し
、
尚
書
省
に
申
せ
.、

本
部

(礼
部
)
が
照
得
す
る
に
、
太
常
寺
が
審
理
し
た
事
理
は
妥
当
で
す
..
本
部

(礼
部
)
が
今
審
査
し
ま
す
に
、
本

寺

〔太
常
寺
)
が
既
に
審
理
し
た
逐
項
の
事
理
に
従
っ
て
施
行
す
る
よ
う
に
願
い
ま
す
、
伏
し
て
指
揮
を
待
ち
ま
す
,

[旧
]八
月
十
ヒ
日
、
=
、省
が
同
に

(同凹
を
)
奉
じ
た

回
聖
旨

礼
部
が
審
理
し
た
事
理
に
依
り
施
行
せ
よ
。

奉
じ
た
勅
は
右
の
如
く
で
あ
り
、
牒
が
到
れ
ば
奉
行
せ
よ
、

一

前
批
は
へ
月
十
八
日
巳
時
に

『
神
位
次
序
儀
式
』
と
あ
わ
せ
て
礼
部
に
送
り
施
行
し
、
価
お
関
係
各
所
に

「関
」
し
、
寺
に

「符
」

し
施
行
せ
よ
.

太
常
寺
は
、
既
に
臨
安
府
に

「牒
一
し
縷
板
を
行
下
し
て
頒
降
し
た
の
は
別
と
し
て
、
件
の
『
神
位
儀
式
』
な
ら
び
に

『
礼
器
図
本
』
は
、

(伝
達
文
書
の
)
前
に
添
附
し
、
州
に

「牒
」
し
て
施
行
せ
よ
。

州
司
は
、
今
、
知
府
修
撰

(朱
熹
)
が
自
ら

一
つ
.
つ
吟
味
し
た
も
の
を
奉
じ
、
案
に
ド
し
遵
守
せ
よ
。、
州
学
諸
県
に

「備
牒
一
せ
よ
,
伽
お

安
撫
司
に

「関
一
し
、
諸
州
に
遍
く

「牒
」
し
、
諸
県
に
頒
ド
し
、
照
応
し
施
行
せ
よ
.

一

…
:

(中
略

一
朱
喜
の
意
見
に
対
す
る
太
常
寺
に
よ
る
回
答
)
…
…

…

牒
す
、一
前
項
の
太
常
寺
牒
内
に
列
挙
し
た
事
理
を
詳
ら
か
に
し
て
遵
守
し
、
逐

一
施
行
し
、
状
を
作
成
し
て
申
を
提
出
す
よ
う
に
,
謹
ん
で
牒
す
.

紹
煕
五
年
八
月

日
牒

従
政
郎
潭
州
善
化
県
丞
権
察
推

厳

観
察
推
官

關

承
直
郎
武
安
軍
節
度
推
官

王

文
林
郎
潭
州
観
察
支
使

王

通
直
郎
籏
書
武
安
軍
節
度
判
官
庁
公
事

連

朝
散
郎
通
判
潭
州
軍
州
兼
管
内
勧
農
営
田
事

富

朝
奉
大
夫
通
判
潭
州
軍
州
兼
管
内
勧
農
営
田
事

林

朝
散
郎
秘
閣
修
撰
権
発
遣
潭
州
兼
管
荊
湖
南
路
安
撫
司
公
事

朱



次

に
、
こ
の
符
式
が
部
符
に
使
用
さ
れ
て
い
る
実
例

を
、
『
晦
庵
集
』
巻
九
九

「社
倉
事
目

〔勅
令
併
践
語
附
〕

勅
命
」
(
[図
解
2
]
)

に
確
認
す
る
。

ま
ず
、
①
に

「行
在
尚
書
戸
部
」
と
こ
の
符
の
発
給
元
が
書
か
れ
て
い
る
。
「某
処
主
者
」
に
対
応
す
る
部
分
は
⑯

「両
漸
東
路
提
挙
常

平
司
主
者
」
で
あ
る
。
ま
た
、
結
語
に
は

「符
到
奉
行
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
「勅
命
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
の
文

書
は
、
正
確
に
は
尚
書
戸
部
か
ら
両
漸
路
提
挙
常
平
司
に
発
給
さ
れ
た
戸
部
符
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
②
か
ら
は
じ
ま
る

「淳
煕
八
年
十
二
月
二
十
八
日
勅
」
は
、
勅
の
結
語
に
用
い
る

「奉
勅
如
右
、
牒
到
奉
行
」
と
い
う
定
型
句
か

ら
、
⑭
ま
で
と
判
断
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
勅
以
下
の
文
が
ど
の
官
司
の
も
の
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
の
に
重
要
な
の
は
、
⑮
と
⑯

の
双

方
に

「傍
関
合
属
去
処
」
と
い
う
語
句
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
⑮
⑯
が
同

一
文
書
内

の
文
章
で
あ
れ
ば
、
同

じ
命
令
が
重
複
す
る
こ

と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
⑮
の
部
分
と
⑯
が
違
う
文
書
内
の
語
句
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
⑯
は
先
に
確
認
し
た
よ
う
に

「両
漸
東
路

提
挙
常
平
司
主
者
～
～
符
到
奉
行
」
と
符
式
に
則
っ
た
形
で
あ
り
戸
部
符
の
文
言
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、

一
方

の
⑮

は
戸
部
に
伝
達
さ
れ
る
以
前
、
且

つ
勅
の
出
さ
れ
た
後
に
加
え
ら
れ
た
文
と
考
え
ら
れ
、
「前
批
」
と
は
⑬
聖
旨
に
も
と
つ
く
②
～
⑭

の

「淳
煕
八
年
十
二
月
二
十
八
日
勅
」
を
指
し
、
そ
の
勅
の
施
行
を
戸
部
に
求
め
る
際
に
書
さ
れ
た
文
言
と
判
断
で
き
る

。
こ
の
部
分

か
ら

は

「前
批
、
0
月
○
日
0
時
、
付
0
部
施
行
」
と
い
う
書
式
が
抽
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
ろ
に
案
件
に
応
じ
て

「傍
関
合
属
去
処
」

や

「須
至
指
揮
」
と
い
う
文
言
が
付
加
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

。

b

部
符
の
実
例

そ
し
て
、
先
に
挙
げ
た

『
朝
野
類
要
』
に
あ
る
よ
う
に
、
符
の
定
型
句

「符
到
奉
行
」
が
文
末
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
符
形
式

で
伝
達
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。



で
は
、

こ
こ
ま
で
確
認
し
た
各
書
式
を

「潭
州
牒
学
」

([図
解
1
]
)
中
の
礼
部
符
部
分
の
確
定
に
適
用
し
て
考
え
て
み
る
。
ま
ず
、
③

に

「行
在
尚
書
礼
部
符
」
と
あ
り
、
こ
こ
が
礼
部
符
の
開
始
部
分
で
あ
る
。
書
式
と
異
な
り

「符
」
の
字
が

つ
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
礼
部

符
を
受
け
取

っ
た
太
常
寺
が
引
用
す
る
際
に
付
加
さ
れ
た
と
考
え
て
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
④
か
ら

「紹
煕
三
年
八
月
十
七
日
勅
」
が

引
用
さ
れ
て
い
る
。
先

の

[図
解
2
]
に
お
け
る
分
析
結
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
⑲

「奉
勅
如
右
、
牒
到
奉
行
」
ま
で
が
勅
の
文
言
で
あ
り
、

⑳
は

「前
批
、
○
月
0
日
0
時
、
付
0
部
施
行
」
「傍
関
合
属
去
処
」
と
い
う
書
式
に
従

っ
た
部
分
で
あ
り
、
勅

の
施
行
を
礼
部
に
求
め
る

際
に
書
さ
れ
た
文
言
と
判
断
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
⑳

「符
寺
施
行
」
は
礼
部

へ
の
命
令

の
文
言
と
し
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
　

「当
寺
～
～
牒
州
施
行
」
が
礼
部
符
本
文
に
な
る
だ
ろ
う
。

「当
寺

(太
常
寺
)
」
が
符
式

の

「某
処
主
者
」

に
相
当
し
、
礼
部
符

の
発
給
先
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
部
分
は
基
本
的
に
書
き
換
え
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

「某
処
主
者
」

の
部
分
は
書
式
定
型
句
ゆ
え
に
太
常
寺
に
お
い
て
書
き
換
え
ら
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
太
常
寺
に
伝
達
さ
れ
た
礼
部
符
に

は

「太
常
寺
主
者
」
と
あ

っ
た
が
、
太
常
寺
か
ら
牒
を
発
給
す
る
際
に

「当
寺
」
と
書
き
換
え
、
符
の
結
語
定
型
句

「符
到
奉
行
」
を
は
ず

し
て
命
令
文
か
ら
平
叙
文
と
す
る
こ
と
で
、
も
と
も
と
は
礼
部
符
中
の
文
を
太
常
寺
牒
内

の
文
と
し
て
溶
か
し
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
明

確
な
根
拠
を
示
す
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
部
分
で
太
常
寺

の
自
称
が

「本
寺
」、
礼
部

の
自
称

が

「本
部
」
、
朱
熹

の
自
称
が

「本
官
」
と
統

一
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
部
分
だ
け

「当
寺
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
状
況

を
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
部
分
の
文
章
は
も
と
は
礼
部
符

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
末
に

「牒
州
施
行
」
と
あ
る
の
は
太
常
寺
に
対
す
る

「州
に
牒

し
て
施
行
せ
よ
」
と
い
う
命
令
形
で
ま
ず
は
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
礼
部
に
伝
達
さ
れ
た
文
書
中

の
⑳

「符
寺
施
行
」
が

「寺

に
符
し
施
行
せ
よ
」
と
命
令
形
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
部
分
は
も
と
は
下
行
文
書
で
あ
り

発
給
先
に
対
す
る
命
令
の
文
言
が
き
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
が
太
常
寺
牒
内
に
溶
か
し
込
ま
れ
た
際
に
は

「州
に
牒
し
て

c

「
潭

州

牒

学

」

へ
の
適

用



「潭
州
牒
学
」
は
紹
煕
五
年
八
月
に
朱
熹

が
知
潭
州
の
時
に
発
し

た
文
書
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
端
緒
は
紹
煕
元
年
に
知
潭
州
で
あ

っ
た
際
に
中
央
に
提
出
し
た

「
釈
奠
申
礼
部

検
状
」
(『
晦
庵
集
』

別
集
巻
五
)
に
あ
る
。
礼
部
申
の
中
に
⑧

「拠
朝
散
郎
直
宝
文
閣

権
発
遣
潭
州
軍
州
兼
管
内
勧
農
事
朱
熹

状
」
と
あ
る
の
は
そ
の
た

1
朱
熹

-
A

↓

太

常

寺

(
3
)
「潭
州
牒
学
」
中
に
見
え
る
文
書
伝
達
経
路

示

し

、

図

中

の

ア

ル

フ

ァ

ベ

ッ
ト

記

号

は
本

文

及

び

[
図
解

1

]

中

の
記

号

と

対

応

し

て

い
る
。

施
行
す
」
と
平
叙
文
と
な
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
　

に

「牒
～
～
謹
牒
」
と
い
う
牒
式
の
定
型

に
準
じ
た
潭
州
の
牒
本
文
が
き
て
い
る
た
め
、
2
4
⑳
直
前

の
2
2・
2
3
「州
司
～

～
照
応
施
行
」
及
び
省
略
部
分
が
太
常
寺
牒
の
文
言
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
２
４に
は

「前
項
の
太
常
寺
牒
内
に
備
坐
し
到
る
事
理
し
と
あ

る
。

こ
れ
は
、
[図
解
1
]
で
は
省
略
し
て
あ
る
が
、
　

・
　
の
後
ろ
に
朱
熹

の
意
見
を

一
つ
一
つ
挙
げ
、
そ
れ
に
対
し
て
太
常
寺
が
回
答

す
る
内
容
が
三
五
〇
〇
字
以
上
の
文
量
を
も

っ
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
部
分
を
指
す
だ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
太
常
寺

の
回
答
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
点

か
ら
見
て
も
、
　
～
　
直
前
ま
で
の
部
分
は
太
常
寺
牒
の
文
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
符
式
及
び
そ
の
他
の
文
書
書
式
を
突
破
口
と
し
て
各
文
書

の
引
用
範
囲
を
機
械
的
に
確
定
し
文
書
構
成
を
分
析
し
た
。
次
に
そ
の

文
書

構
成
に
従

っ
て
文
書
伝
達
経
路
を
復
元
し
、
そ
の
内
容
を
含
め
検
討
す
る
。
な
お
、
復
元
し
た
文
書
伝
達
経
路
は

[図
1
]
と
し
て
図

[図1]「 潭州牒学」 に見える文書伝達 経路



太
常
寺
の
申
を
受
け
、
礼
部
は
太
常
寺
が
そ
の
申
に
附
し
て
き
た

『
文
宣
王
神
位
次
序
儀
式
』
を
朝
廷

へ
の
申
の
冒
頭
に
置
き
朝
廷
の
判

断
を
仰
い
で
い
る

(
C
)。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
礼
部
が
朝
廷

へ
文
書
を
送

っ
た
こ
の
よ
う
な
処
置
が
、
太
常
寺
が
礼
部
に
求
め
た

「備

申
」

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
礼
部
は
太
常
寺
か
ら
上
が

っ
た
文
書

(太
常
寺
が
添
附
し
て
き
た

『
文
宣

王
神
位
次
序
儀
式
』
を

含
む
)
を
そ
の
ま
ま
朝
廷

へ
と
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

3

礼
部
-
C

↓
朝
廷

(中
書
門
下
省

・
尚
書
省
)
-
D

↓
礼
部
ー
回
↓
尚
書
省

太
常
寺
は
朱
熹
状
を
受
け
、
そ
れ
を
礼
部
に
申
形
式
で
伝
達
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
太
常
寺
申
の
中
に
⑨

「本
寺
今
将
本
官
所
乞
事
理
逐

一
開
項
看
詳
下
項
」
と
あ
る
よ
う
に
、
太
常
寺

(本
寺
)
は
朱
熹

(本
官
)
が
願

っ
た
事
理
を
逐

一
取
り
挙
げ
て
審

理
し
て
い
る
。
太
常
寺

は
礼
部
に
申
し
、
下
さ
れ
る
指
揮
を
待

つ
と
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
太
常
寺
が

『
州
県
釈
璽
文
宣
王
位
次
序
儀
式
』
を
改
正
す
る
の
に
従
い
、

ま
た
現
在
申
明
さ
れ
て
い
る
指
揮
を

つ
ぶ
さ
に
挙
げ
、
臨
安
府
に
行
下
し
て
版
木
を
作
成
し
、
『
紹
興
製
造
礼
器
図
』
と
と
も
に
印
造
し
、

表
装
し
て
冊
と
し
て
頒
下
施
行
し
、
そ
の
版
木
は
頒
降
し
終
わ

っ
た
日
を
待

っ
て
太
常
寺
に
送
り
返
さ
せ
保
管
す
る
こ
と
に
す
る
、
と
意
見

を
述

べ
た
上
で
指
揮
を
待

つ
と
し
て
い
る
。

太
常
寺
は
朱
熹

の
要
請
を
審
理
結
果
と
と
も
に
礼
部
に
送

っ
た
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
礼
部

(省
部
)
に
対
し
て
審
理
結
果
を
朝

廷

(
中
書
門
下
省
或
は
尚
書
省
)
に

「備
申
」
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

「備
申
」
に

つ
い
て
は
次

の
礼
部
で
の
文
書

処
理
を
見
る
際
に
検
討
す
る
。

2

太
常
寺
-
B
　

礼
部

め
で
あ
る
。
こ
の
朱
熹

の
状
は
太
常
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
な
お
、
「状
」
は
上
級
機
構
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
文
書
で
あ
る

。



礼
部
で
の
審
査
を
受
け
、
三
省

(こ
の
時
期
は
中
書
門
下
省
と
尚
書
省
)
は
紹
煕
三
年
八
月

一
七
日
に
皇
帝
に
諮

る
と

(
F)
、
礼
部
が

審
査

し
た
事
理
に
依
り
施
行
せ
よ
と
い
う
⑱
聖
旨
を
受
け
る

(
G)
。
こ
れ
に
よ
り
礼
部
の
審
査
し
た
結
果

の
通
り
、

つ
ま
り
礼
部
が
認
め

た
太
常
寺
の
審
理
結
果
に
従

っ
て
施
行
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。

勅
が
発
給
さ
れ
る
と
、
そ
の
勅

(前
批
)
は
翌
日

一
八
日
巳
時
に

『
神
位
次
序
儀
式
』
と
と
も
に
礼
部
に
伝
達
し
施
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
同
時
に
、
関
係
各
所
に
関
形
式
で
伝
達
し
、
寺

(太
常
寺
)
に
符
を
下
し
て
施
行
せ
よ
と
の
命
令
が
下
さ
れ
て

い
る

(
H
)。

田
中
謙
二
氏
が

『
朱
子
語
類
外
任
篇
訳
註
』

の
中
で

「備
牒
」
の
項
目
を
取
り

「
「備
」
は

「牒
」
文
を
写
し
て
送
る

(備
録
)
こ
と
。

「直
牒
」
に
対
し
、
所
轄
の
上
司
を
通
じ
て
送
達
さ
れ
る
文
書
形
式
の
よ
う
で
あ
る
。

」
と
解
釈
し
て
い
る
の
に
従
え
ば
、
「備
申
」
も

「申
」
文
を
写
し
て
送
る
こ
と
で
、
ま
た
、
所
轄
の
上
司
を
通
じ
て
送
達
さ
れ
る
文
書
形
式
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
太
常
寺
の
上
司
で
あ

る
礼
部
を
通
じ
て
朝
廷

へ
と
伝
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
礼
部
と
し
て
の
意
見
は
特
に
明
記
し
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

礼
部
に
よ
る
朝
廷

へ
の

「備
申
」
が
行
わ
れ
た
後
、
礼
部
申
は
朝
廷
に
⑥

「批
下
」
さ
れ
、
礼
部
は
そ
の
批
が
送
ら
れ
る
の
を
待

っ
て
、

逐

一
審
査
し
、
尚
書
省
に
申
す
る
よ
う
に
命
令
を
受
け
る

(
D)
。
こ
れ
を
受
け
、
礼
部
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
太
常
寺
が
審
理
し
た
内
容
を

逐

一
審
査
し
た
。
こ
の
審
査
の
結
果
、
礼
部
は
太
常
寺
の
審
理
は
妥
当
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
そ
し
て
、
礼
部
は
文
書

(状
)
を
再
度
尚
書

省

へ
申
し
、
太
常
寺

の
審
理
し
た
各
項
目
に
従

っ
て
施
行
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る

(
E)

)。

4

三

省

(中

書

門

下
省

・
尚

書

省

)

1
F

↓

皇

帝

-
G

↓

三

省
1

[圓
↓

礼

部

礼
部
は
尚
書
省
の
命
令
に
従
い
太
常
寺
に
対
し
符
を
下
し
た

(
I)
。
そ
の
内
容
は
、
太
常
寺

(当
寺
)
は
、
既
に
臨
安
府
に
牒
し
て
版

5

礼
部
　
I
　

太
常
寺
　
J
　

州



太
常
寺
牒
を
受
け
、
知
潭
州
で
あ
る
朱
熹

は
州
学
に
牒
、
即
ち

「潭
州
牒
学
」
を
送

っ
た
。

こ
の
牒
文
は
牒
式
に
則

っ
た
形
で
書
か
れ
て

お
り
、
そ
の
牒
文
の
前
に
載
せ
ら
れ
た
太
常
寺
牒
内
に
全
て
書
き
記
さ
れ
た
事
理
を
遵
守
し
て
施
行
し
、
状
を
作
成

し
て
申
を
提
出
す
る
よ

う
州
学
に
求
め
て
い
る
内
容
で
あ
る
。

[図
解
1
]
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
朱
嘉
が
発
給
し
た
牒
の
本
文
は
⑳

「牒
。
請
詳
前
項
太
常
寺
牒
内
備
坐
到
事

理
遵
守
、
逐

一
施
行
、

具
状
供
申
。
謹
牒
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
牒
本
文
前
の
文
章
は
全
て
以
前
に
受
け
た
文
書
の
引
用
で
あ
り
、
牒
本
文
後
は
日
付
と
署
名
で
あ

6

州
-
K
-

州

学

(
及

び
諸

県

)

木
を
作
成
し
頒
降
し
た
も
の
は
別
と
し
て
、
件
の

『
神
位
儀
式
』
と

『
礼
器
図
本
』
を
冒
頭
に
添
附
し
て
州
に
牒
し
施
行
せ
よ
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

そ

の
礼
部
符
を
受
け
た
太
常
寺
は
、
命
令
に
従
い
州
に
牒
を
下
す

(
J
)。

こ
の
太
常
寺
牒
本
文
は
解
釈
し
難

い
箇
所
が
あ
る
。
⑳

「今

奉
知
府
修
撰
躬
親
対
画

一
詮
次
、
下
案
遵
守
」
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は

「知
府
修
撰
」
が
秘
閣
修
撰
知
潭
州
で
あ
る
朱
熹

を
指
す
と
解
釈
し

て
お
く

。
朱
嘉
が
自
ら

一
条

一
条
を
吟
味
し
た
も
の
を
奉
じ
て
案
に
下
し
遵
守
す
る
よ
う
に
、
と
な
る
だ
ろ
う
か

。

そ

の
州
司
か
ら

の
伝
達
経
路
に

つ
い
て
は
、
州
学

・
諸
県
に
備
牒
し
、
ま
た
安
撫
司
に
関
形
式
で
伝
達
し
て
安
撫

司
系
統
経
由
で
諸
州
に

牒
し
、
そ
し
て
諸
県
に
頒
下
し
施
行
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
州
学

・
諸
県
に

「備
牒
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
お
り
、
先
に
確
認
し

た
よ
う
に

「備
牒
」
が
上
司
を
通
し
て
伝
達
さ
れ
る
牒
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
の
文
言
は
や
は
り
州
学
諸
県

の
上
位
機
構
で
あ
る
州

司

へ
の
太
常
寺
か
ら
の
命
令
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
で
き
る
。
こ
の
各
箇
所

へ
伝
達
す
る
形
式
に
関
し
て
、
先
述
し
た

『
釈
奠
儀
図
』
作
成

経
緯

の
確
認
で
用
い
た

「書
釈
璽
申
明
指
揮
後
」
で
は
、

「以
附
州
案
、
偉
移
学
官
、
符
属
県
、
且
関
帥
司
、
井
下
巡
内
諸
州
」
と
州
案
に

「附
」
し
、
州

の
学
官
に

「移
」
し
、
属
県
に

「符
」
し
、
帥
司
に

「関
」
し
、
管
轄
諸
州
に

「下
」
し
た
と
あ
り
、
特
に
属
県

へ
の
伝
達

に

「
符
」
形
式
を
用

い
た
と
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
点
で
あ
る
。



前
節
ま
で

『
釈
璽
儀
図
』
の
作
成
経
緯
を
確
認
し
、
「潭
州
牒
学
」
の
構
成
を
分
析
し
そ
こ
か
ら
文
書
伝
達
経
路
を
復
元
し
た
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
存
在
す
る
。

一
つ
目
は
節
略
の
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
各
官
司
か
ら
出
さ
れ
た
文
書
が
ど
れ
だ
け
節
略
さ

三

情

報

伝

達

上

の

諸

問

題

る
。
牒
本
文
は
定
型
文
に
準
じ
た
形
で
あ
り
、
且
つ
命
令
内
容
は
何
も
増
え
て
い
な

い
。

「潭
州
牒
学
」
の
大
部
分
は
こ
れ
ま
で
受
け
た
指

揮
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

「備
准
」
文
書

の
構
成
で
あ
る
。

以
上
、
実
際
に
お
け
る
文
書
伝
達
を
確
認
し
た
が
、

「潭
州
牒
学
」
の
文
書
構
成
と
文
書
伝
達
経
路
が

一
致
す
る

こ
と
が
わ
か
る
。
文
書

処
理
伝
達
過
程
が
文
書
中
に
そ
の
痕
跡
を
残
し
、
文
書
自
体
が
そ
れ
自
身
の
来
歴
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が

「吏

文
重
復
繁
冗
に
し
て
、
幾
ど
読
む
可
か
ら
ず
」
と
さ
れ
た
原
因
に
も
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
先
述
し
た
通
り
、
太
常
寺
牒
の
最
後
部
分
は

[図
解
1
]
で
は
省
略
し
て
記
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
朱
熹

の
申
を
引
き
な
が
ら

太
常
寺
が
そ
れ
に
対
し
て
項
目
ご
と
に
回
答
す
る
大
量
の
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
省
略
し
た
部
分
の
太
常
寺
牒
中

の
文
言
が

「潭
州

牒
学
」
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

「備
准
」
文
書
の
特
徴
と
判
断
で
き
よ
う
。
こ
の
構
成

の
特
徴
と
先
に
参
照
し
た
田

中
謙

二
氏
の

「備
牒
」
の
解
釈
を
考
慮
す
れ
ば
、
「備
准
0
0

(文
書
名
)」
と
は
、
も
と
は

「准
け
し
0
0

(文
書
名
)
を
備
す
」
と
い

う
意
味
で
、
受
け
た
文
書
の
ほ
と
ん
ど
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
送
る
こ
と
と
推
測
で
き
る
だ
ろ
う

。

つ
ま
り
、

太
常
寺
が
州
に
対
し
て

州
学

に

「備
牒
」
せ
よ
と
い
う
牒
を
下
し
、
州
は
そ
れ
に
従
い
受
け
取

っ
た
太
常
寺
牒
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
州

に
牒
を
下
し
た
、
と
な

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く

「備
准
」

の
語
は
徐
々
に
熟
し
た
形
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、

文
書
伝
達
経
路
を
示
す

語
と

し
て
史
料
上
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。



ま
ず
は
節
略

の
問
題
に

つ
い
て
。

「潭
州
牒
学
」
は
各
官
司
が
発
し
た
文
書
を
節
略

・
引
用
し
、
そ
の
引
用
さ
れ
た
文
章

の
中
に
さ
ら
に

他
の
官
司
の
文
書
が
節
略

・
引
用
さ
れ
る
と
い
う
重
層
的
構
造
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
節
略
引
用
は
情
報
内

容
が

ど
の
よ
う
に
、
ど
の
程
度
伝
達
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
情
報
伝
達
過
程
を
経

た
情
報
が
ど
の
よ
う
に

編
纂
史
料
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
か
は
、
後
世

へ
の
情
報
伝
達
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で

「潭
州
牒
学
」
中
の
今
回
省
略
し
た
太
常
寺
に
よ
る
朱
熹

の
意
見

へ
の
回
答
部
分
と
編
纂
史
料
で
あ
る

『
宋
会
要
』

の
記
述
を
比

較
し
て
み
る
。
[図
解
1
]
④
～
⑲
に

「紹
煕
三
年
八
月
十
七
日
勅
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
勅
に
つ
い
て
記
す

『宋
会
要
』
の
記

事
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

『
宋
会
要
』
礼

一
六
-
一
、
釈
奠

紹
煕
三
年
八
月
十
七
目
、
詔

「太
常
寺
将

『
州
県
釈
奠

文
宣
王
神
位
次
序
儀
式
』
改
正
、
傍
備
坐
今
来
申
明
指
揮
、
行
下
臨
安
府
鎮
板
、

(
1
)
節
略
に
お
け
る
問
題

れ
て
引
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
量
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
節
略
さ
れ
る
の
か
と
い
う
質

の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は

「本
官
」
「本
寺
」
「本
部
」
と
い
っ
た
語
句
の
解
釈
、
そ
し
て
実
際
に
誰
が
節
略
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
繋
が
る
だ
ろ
う
。

二

つ
目
は
朱
熹
が
最
初
に
申
し
て
か
ら

「潭
州
牒
学
」
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
で
あ
る
。
紹
煕
元
年
に
知
滝
州
で
あ

っ
た
朱
熹

が
状
を
提
出
し
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
紹
煕
三
年
八
月

一
七
日
に
勅
が
出
さ
れ
、
更
に
二
年
後
の
紹
煕
五
年
八
月
に
知
潭
州
と
し
て
朱
熹

が

「潭
州
牒
学
」
を
出
し
て
い
る
。
朱
烹

の
申
か
ら
勅
が
出
る
ま
で
の
二
年
間
に
関
し
て
は
中
央
で
の
審
理
が
長
引
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
だ
が
、
勅
が
出
て
か
ら
朱
熹

が
州
学
に
牒
を
出
す
ま
で
に
更
に
二
年
も
の
時
間
が
か
か

っ
て
い
る
の
は
理
解

し
難
い
し
、
む
し
ろ
勅

が
出
さ
れ
た
直
後
に
動
か
な
か
っ
た
文
書
が
二
年
も
経

っ
た
後
に
突
然
動
き
出
し
た
こ
と
の
方
に
疑
問
を
感
じ
る
。

本
節

で
は
こ
れ
ら
の
問

題
に

つ
い
て
考
察
す
る
。



同

『
紹
興
製
造
礼
器
図
』
印
行
頒
降
。
」
先
是
臣
僚
言

「『
克
国
公
顔
回
…
…
州
県
多
不
見
此
指
揮
、
往
往
差
錯
。
曾
参
合
従
唐

『
通

典
』
元
封
国
作
邸
侯

醇
公
再
雍

・
費
公
関
損
従

『
政
和
新
儀
』
、
関
為
第

一
、
再
雍
為
第
二
、
以
正

『淳
煕
儀
式
』
之
誤
。
…
…

ま
ず
、
こ
の
紹
煕
三
年
八
月

一
七
日
の
詔
は
、
当
然

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
[図
解
1
]
⑱
聖
旨

「依
礼
部
看
詳
到
事
理
施
行
」
を
そ

の
ま
ま
載
せ
て
い
な
い
。
聖
旨
の
内
容
を
汲
ん
で

「紹
煕
三
年
八
月
十
七
日
勅
」
の
中
で
も
⑨
～
⑫
の
太
常
寺
申
の
中
に
使
わ
れ
て
い
る
文

章
を
使
い
記
し
て
い
る
。

次

に
、
こ
の
詔
が
出
さ
れ
た
原
因
が

「先
是
臣
僚
言
」
以
下
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
の
言
が
基
本
的
に
は
朱
熹

の
文
章

を
節
略
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら

「臣
僚
」
が
朱
熹

を
指
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
し
か
し
、
問
題
は
[

]
で
囲

っ
た
部
分

「曾
参
合
従

唐

『
通
典
』
元
封
国
作
郎
侯
」
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
表
現
は
朱
熹
申

の
中
に
は
な

い
。

こ
の
部
分
に
当
る
箇
所
を
、
[図
解
1
]

で
は
省

略
し
た
部
分
で
あ
る

「潭
州
牒
学
」
中
の
太
常
寺
牒
の
最
後
部
分
に
探
す
と
以
下
の
部
分
に
な
る
。

一
、
拠
申
、
伏
観

『
政
和
五
礼
新
儀
』
、
関
損
以
下
九
人
、
並
封
両
字
公
、
曾
参
封
武
城
侯
。
『淳
煕
編
類
祭

祀
儀
式
』、
関
損
以
下

九
人
、
並
封

一
字
公
、
曾
参
封
成
侯
。
今
按

『淳
煕
儀
式
』、
不
審
是
何
年
月
増
封
、
乞
検
会
行
下
。

但

『
淳
煕
儀
式
』
、
所

封
公
爵
、
皆
就

『
通
曲
ハ』
本
国
加
封
、
其
成
侯
曾
参
旧
封
郎
伯
。
今
恐
亦
合
作
郎
侯
。

本
寺
検
照
唐

『
通
典
』、
囹
圏
耳
郎
伯
。
検
照

『
政
和
五
礼
新
儀
』
、
係
加
封
武
城
侯
。
『淳
煕
儀
式
』
又
加
封
成
侯
。
照
得
、
顔
子
以

下
、
並
因

『
通
典
』
国
名
加
封
。
今

昌
従

『
通
典
』
元
封
国
作
邸
侯

.嬰

「
一
、
拠
申
…
…
」
と
ま
ず
朱
熹

の
申
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
太
常
寺
の
回
答
を
改
行
し
て
記
し
て
あ
る
。

そ
し
て
、
[
H
]で
囲

っ

た
部
分
が
先
の

『
宋
会
要
』
の
記
述
と
重
な
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
わ
か
る
通
り
、
『宋
会
要
』
の

「曾
参

合
従
唐

『通
典
』
元
封

国
作
郎
侯
」
と
い
う
表
現
は
太
常
寺
の
回
答
部
分
に
あ
る
。
太
常
寺
の
回
答
は
朱
熹

の
意
見
を
採
用
し
た
も
の
で
あ

り
、
確
か
に
朱
嘉
申
も

同
様

の
内
容
を
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
具
体

的
な
字
句
レ
ベ
ル
で
見
る
と

『宋
会
要
』

の
記
事
は
朱
熹

の
言
と
太
常
寺
の
言
を

一
緒
に
記
し

て
い
る
と
言
え
る
。
単
純
に
考
え
れ
ば
、
編
纂
史
料
を
作
成
す
る
際
に
太
常
寺
牒
の
表
現
の
方
が
節
略
し
易
か

っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
が

『宋
会
要
』

の
記
事
に

「朱
熹
」
で
は
な
く

「臣
僚
」
と
記
さ
れ
た
原
因
か
も
し
れ
な
い
。



節
略
の
問
題
を
考
え
る
際
、
受
け
取

っ
た
文
書
を
実
際
に
節
略
書
写
し
他
官
司
に
送
る
文
書
を
作
成
す
る
の
は
誰

か
と

い
う
問
題
の
考
察

は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
ど
こ
ま
で
内
容
に
踏
み
込
ん
で
節
略
す
る
の
か
と
い
う
節
略

の
質
的
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
問
題
は
、
文
書
中
の

「本
官
」

「本
寺
」
「本
部
」
等
の
表
現
を
ど
う
理
解
し
、
そ
の
表
現
が
使
わ
れ
る
文
が
ど

の
官
司
が
出
し
た
文

書
の
引
用
な

の
か
と
い
う
解
釈
に
も

つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
原
文
書
の
残
存
が
極
め
て
少
な
い
宋
代
の
史
料
状
況
を
考
慮
す
る
と
、

こ
の
書
写
主
体

の
問
題
を
論
証
し
解
決
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
そ
の
解
決

の
糸
口
と
な
り
得
る
史
料
は
多
少
存
在
す
る
。

前
節
で
確
認
し
た
朱
嘉

『
晦
庵
集
』
巻
九
九

「社
倉
事
目

勅
命
」
[図
解
2
]
は
淳
煕
八
年
一
二

月
に
出
さ
れ
た
戸
部
符
で
あ
る
が
、
そ

の
最
後
部
分
、
年
月
日
を
記
し
た
後
の
⑱
に
こ
の
文
を
書
写
し
た
と
思
わ
れ
る
者

の
名

「書
令
史
郭
鞭

令
史
頓
坦

主
事
全
安
仁
」
が
記

さ
れ

て
い
る
。
「書
令
史
」
「令
史
」

「主
事
」
は
と
も
に
吏
名
で
あ
る
。
『
宋
代
官
制
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
「主
事
」

は
、
従
八
品
、
尚
書
省

に
隷

し
六
人
で
編
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
尚
書
省
六
房
の
文
字
を
分
担
す
る
。
「令
史
」
は
、
従
八
品
、

一
四
人
で
編
成
さ
れ
、
第

一
名
、

第
二
名
の
令
史
は
官
印
を
管
掌
し
、
第
三
名
の
令
史
は
文
書
の
開
封
を
点
検
し
、
そ
の
他
は
各
房

の
事
務
に
当
た
る
。

「書
令
史
」
は
、
従

八
品
、
二
回
の
試
験
に
合
格
し
た
者
を
充
て
、
三

一
人
で
編
成
さ
れ
、
各
房
で
文
書
を
処
置
す
る

。
ま
た
、
参
考
に
彼
ら
の
上
に
立

つ

(
2
)
実
際
に
お
け
る
書
写
者
の
問
題

だ
が
、
こ
こ
で
思
い
至
る
の
が

「吏
文
重
復
繁
冗
に
し
て
、
幾
ど
読
む
可
か
ら
ず
」
と

い
う
記
述
で
あ
る
。
う
が

っ
た
考
え
方
を
す
れ
ば
、

節
略
し
た
者
が
朱
熹

の
言
と
太
常
寺

の
言
と
を
区
別
し
誤
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
こ
と
は
当
然
推
測
で
し
か
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
『
朝
野
類
要
』
に

「部
符
」
の
結
語
に
は

「符
到
奉
行
」
を
用
い
る
と
わ
ざ
わ
ざ

記
述
さ
れ
た
こ
と
に
、
は
じ
め
て
納
得
が
い
く
。
当
時
の
人
々
に
と

っ
て
も
文
書
構
成
を
見
抜
く
こ
と
は
難
し
く
、
読
解
の
手
掛
か
り
と
し

て
定
型
句
を
知
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に

「南
宋
期
に
広
く
流
布
し
た
辞
書
的
筆
記

で
あ
る

『
朝
野
類

要
』
に
定
型
句
が
記
さ

れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



第

一
節
で

『
釈
璽
儀
図
』
編
纂
経
緯
を
見
た
際
、
勅
が
紹
煕
三
年
八
月
に
下
さ
れ
て
か
ら
、

「潭
州
牒
学
」
が
出
さ
れ
た
紹
煕
五
年
八
月

ま
で
、
二
年
と
い
う
時
間
の
隔
た
り
が
あ

っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
は
礼
官
の
異
動
の
た
め
に
文
書
処
理
が
止
ま

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
文
書
が
再
び
動
き
出
す
契
機
と
な

っ
た
の
は
、
唐
膿
仁
の
太
常
少
卿
就
任
で
あ

っ
た
。

唐
膿
仁
、
字
は
元
善
。
建
寧
浦
城
人
、
隆
興
元
年

(
一
一
六
三
)
の
進
士
で
あ
る
。
『宋
史
』
に
立
て
ら
れ
た
彼

の
伝

を
見
る
と
、

紹
煕
五
年
六
月
に
孝
宗
が
没
す
る
前
に
確
か
に
太
常
少
卿
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
若
く
し
て
朱
嘉
に
従

っ
て
学
ん
だ
と
さ
れ
る
。
田

中
謙

二
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
虐
膿
仁
が
朱
烹
に
師
事
し
た
の
は
科
挙
合
格
の
直
後
で
非
常
に
早
く
、
ま
た
湖
広
総
領
在
任
中
、
道
州
に
流

尚
書
省
都
事
は
、
北
宋
後
期
及
び
南
宋
に
お
い
て
七
人
置
か
れ
て
い
る
が
、
『宋
会
要
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
都
事
に
充
て
ら
れ
た

一
年
後

に
は
京
官
宣
教
郎
と
い
う
文
官
の
地
位
が
授
け
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
、
尚
書
省
に
属
す
る
彼
ら
は
高
級
事
務
官
と

い
う
べ
き
存
在

で
あ

っ
た

だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
地
方
官
司
に
お
い
て
書
写
に
当
っ
た
胃
吏
た
ち
は
、
こ
こ
ま
で
高
級
で
は
な
か

っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
専
門
の
胃
吏
た
ち
に
よ
り
受
け
取
っ
た
各
文
書
が
節
略
書
写
さ
れ
、
最
後
に
正
式
の
官
僚
が
サ
イ
ン
す
る
だ
け
の
状
態
に
ま

で
文
章
が
作
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

。
他
文
書
を
節
略
し
て
文
書
本
文
を
作
成
す
る
の
は
士
大
夫
官
僚
で
は
な
く
胃
吏
で
あ

っ
た
。
お
そ

ら
く
彼
ら
は
あ
る
規
程
に
従
い
機
械
的
作
業
と
し
て
文
章
を
節
略
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
符
式
に
お
い
て
定
型
句

「某
処
主
者
」

に
あ
た
る
部
分
は
、
も
と
の
文
書
に

「太
常
寺
主
者
」
と
あ
れ
ば

「当
寺
」
と
書
き
換
え
る
と
い
っ
た
規
程
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
..
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
書
き
換
え
規
程
を
作
る
の
に
容
易
な
書
式
定
型
句

の
部
分
を
除
い
て
は
、
文
章
中
に
あ
る

「本
寺
」
を

「太
常

寺
」

と
書
き
直
し
た
り
、
ま
た
は
そ
の
逆
の
書
き
直
し
を
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
な
く
、
文
章
中
に
あ
る
が
ま
ま
を
書
写
し
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

「潭
州
牒
学
」
中
の
⑨
太
常
寺
申
に

「本
官
」
と
あ
る
の
は
、
朱
熹

状
に

「本
官
」
と
あ

っ
た
の
を
そ
の

ま
ま
書
写
し
、
そ
の
後
の
文
書
伝
達
過
程
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
切
り
取
ら
れ
書
写
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
文
書
行
政
と
政
治
状
況
-
制
度
と
運
用



さ
れ

て
い
た
藥
元
定
を
庇
護
し
た
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
は
紹
煕
年
間
に
お
い
て
も
朱
熹

及
び
朱
門
関
係
者
と

強

い
関
係
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

唐
膿
仁
は
太
常
少
卿
と
し
て
中
央
に
あ

っ
た
時
、
趙
汝
愚
に
極
め
て
近
い
位
置
に
い
た
ら
し
く
、
所
謂

「紹
煕
内
禅
」

の

一
件
に

一
枚
噛

ん
で
い
る
。
紹
煕
五
年
六
月
に
孝
宗
が
没
し
、
光
宗
が
病
に
よ

っ
て
表
に
姿
を
現
わ
さ
な
く
な
る
と
、
趙
汝
愚
は
憲
聖
太
后
呉
氏
に
垂
簾
聴

政
と
喪
事
を
主
事
し
て
も
ら
う
こ
と
を
画
策
し
、
太
常
少
卿
虐
膿
仁
と
左
司
郎
官
徐
誼
を
使

い
少
保
呉
鋸
に
そ
の
意
を
伝
え
呉
后

へ
の
上
奏

を
促

し
、
寧
宗
擁
立

へ
動
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る

。

礼
制
と
政
治
の
問
題
が
密
に
連
動
し
て
い
た
当
時
の
状
況

を
考
慮
す
れ
ば
、
魯
膿
仁
が
太
常
少
卿
と
し
て
中
央
入
り
す
る
こ
と
を
契

機
と

し
て
、
紹
煕
五
年
に
釈
奠

案
件
文
書
が
急
に
再
度
動
き
出
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
中
央
政
治
動
向
と
無
関
係
で
は
無
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

当
時

の
朱
熹
周
辺
を
惚
る
礼
制
関
連

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
上
山
春
平
氏
が

「『
儀
礼
経
伝
通
解
』
と
名
づ
け
ら
れ
る

「礼
書
」

の
編
纂

が
、
朱
子
と
そ
の
門
人
た
ち
の
共
同
製
作
の
形
で
軌
道
に
の
り
は
じ
め
た
の
は
、
紹
煕
五
年

(
一
一
九
四
年
、
朱
子
六
十
五
才
)
に
、
朱
子

が
潭
州
知
事
と
し
て
長
沙
に
赴
任
し
た
こ
ろ
か
ら
で
あ

っ
た

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
『
釈
奠
儀
図
』
が
そ
れ
ら
活
動
の

一
環
か
ら
出
現
し

た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
朱
熹

は
臨
安
に
召
さ
れ
皇
帝
に
進
講
す
る
こ
と
に
な
る
と
国
家
補
助
に
よ
る
礼
書
編
纂

の
計
画

を
立

て

「乞
修
三
礼
割
子
」
を
準
備
し
た
と
さ
れ
る
が

、
朱
熹

が
臨
安
に
赴

い
た
の
は
紹
煕
五
年
八
月
で
あ
り
、

こ
れ
は

「潭
州
牒
学
」

が
発
給
さ
れ
た
時
期
に
該
当
す
る
。

「潭
州
牒
学
」
に
は
、
[図
1
]
に

一
目
瞭
然
の
よ
う
に
、
朱
熹
が
上
げ
た
案
件
が
皇
帝
ま
で
伝
達
さ
れ
、
今
度
は
下
行
文
書
と
し
て
朱
熹

の
元

へ
と
戻
り
、
更
に
そ
こ
か
ら
州
学

・
諸
県
ま
で
降
り
、
再
度
朱
喜
州の
元

へ
申
と
し
て
戻

っ
て
く
る
と
い
う
文
書
伝
達
経
路
が
示
さ
れ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
朱
熹

に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
案
件
が
上
は
皇
帝
、
下
は
県
に
到
る
ま
で
、
正
に
天
下
を
巡

っ
て
伝
達
さ
れ
た
様
子
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
地
方
に
居
し
な
が
ら
も
天
下
国
家
を
論
じ
る
自
負
を
有
す
る
南
宋
士
大
夫
官
僚
と
し
て
も
面
目
躍
如
た
る
所
で

あ

っ
た
ろ
う
。
光
宗
廃
位

・
寧
宗
擁
立

へ
と
向
う
政
治
上
の
転
換
点
で
趙
汝
愚
が
倉
膿
仁
を
起
用
し
た
こ
と
は
、
小
林
晃
氏
が
述
べ
る
よ
う



に
、

「当
時

の
宰
執
留
正

・
趙
汝
愚
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
は
、
そ
れ
ま
で
中
央
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
道
学
派
官
僚
を
糾
合

し

」
て
い
た
状
況
を
背
景
と
し
た
だ
ろ
う
。
だ
が
逆
に
、
道
学
派
官
僚

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
自
己
の
学
問

の
正
統
性
が
認
め

ら
れ
、
自
分
達
の
解
釈
で
礼
制
を
再
構
築
す
る
好
機
で
あ

っ
た
。
朱
熹

は
学
問
を
世
俗
的
な
栄
達

の
た
め
の
手
段
と
す
る
こ
と
に
対
し
批
判

的
で
あ

っ
た
が
、
学
問
と
し
て
の
正
統
性
が
王
朝
権
力
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
ま
た
別
で
あ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う

。

こ
の
よ
う
な

「潭
州
牒
字
」
と
朱
熹

の
意
見
に
従

っ
た

『
釈
奠
儀
図
』
の
頒
布
は
、
ひ
よ
っ

と
し
た
ら
道
学
諸
派

の
勝
利
を
宣
言
す
る
も

の
と
な

っ
た
か
も
し
れ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
寧
宗
の
侍
講
で
あ

っ
た
朱
嘉
は
紹
煕
五
年
閏

一
〇
月
の
内
に
韓
佐
冑
に
よ
り
中
央
を
追
わ
れ
、

ま
た
後
に

「慶
元
偽
学
の
禁
」
に
遭
う
こ
と
は
、
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
『
釈
奠
儀
図
』
を
刊
行
し
た
い
旨
を
郡
困
が
朱
熹

に
告
げ
、
朱
熹

が
そ
れ
に
こ
た
え
て

「書
釈
奠

申
明
指
揮
後
」
を
記
し
た
の
が
慶
元
元
年
で
あ

っ
た
。
『
釈
奠
儀
図
』
が
郡
困
に
よ

り
刊
行
さ
れ
た
の
は
、

そ
の
後
数
年
以
内
だ

っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た

『
釈
奠
儀
図
』

の
冒
頭
に

「潭
州
牒
学
」
を
附
し
た
背
景
に
は
、
『
釈
奠
儀

図
』

の
来
歴
を
物
語
る
必
要
が
あ
る
状
況
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
即
ち
、
「慶
元
偽
学

の
禁
」
と
い
う
朱
門
不
遇
の
時
代
に
お
い
て
、
朱
嘉

が
編
纂
し
た
礼
書
が
天
下
に
通
行
し
た
様
を
示
す

「潭
州
牒
学
」
を
提
示
し
、
自
分
達
の
学
問
こ
そ
が
正
統
で
あ
る

こ
と
を
主
張
す
る
意
図

も
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
紹
煕
五
年
に
文
書
が
再
び
動
き
出
し
た
背
景
に
は
当
時

の
政
治
状
況
と
そ
れ
に
と
も
な
う
唐
膿

仁
の
太
常
少
卿
就
任
と

い
う
人
事
異
動
が
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
朱
熹
を
巡
る
個
人
的
な
繋
が
り
に
よ

っ
て
太
常
寺
牒
が
潭
州

へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
え
る
。
第

一

節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
太
常
少
卿
讐
膣
仁
が
中
央
を
去
る
と
太
常
寺
は
『
釈
奠
儀
図
』
を
他
の
州
に
下
す
こ
と
を
二
度
と
し
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
も
こ
の
状
況
を
裏
付
け
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
状
況
を
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
、
潭
州
が
受
け
た
太
常
寺
牒
は
全
国
州
軍
に
対
し
て
発

給
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
潭
州
に
の
み
発
給
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。



お
わ

り

に

文
書
伝
達
経
路
を
表
し
た

[図
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]
を
見
る
と
、

一
見
、
文
書
伝
達
が
極
め
て
シ
ス
テ

マ
テ
ィ
ッ
ク
に
動
い
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
、
第
三
節
に
お
い
て

「潭
州
牒
学
」
発
給

(或
は

『
釈
奠
儀
図
』
頒
布
)
を
巡
る
状
況
を
確
認
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
当
時

の
人
事

問
題
及
び
そ
の
背
景
に
あ
る
政
治
動
向
が
大
き
く
影
響
し
、
文
書
伝
達
を
阻
害

・
促
進
す
る
要
因
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
制
度
と
運

用
の
問
題
に
つ
い
て
極
め
て
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
制
度
的
手
続
き
を
踏
む
文
書
で
す
ら
、
政
治
状
況
が
か
ら
む
に
せ
よ
個
人
的
な
繋
が
り

に
よ

っ
て
発
給
さ
れ
、
ま
た
時
に
発
給
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
事
実
は
、
文
書
行
政
研
究
或
は
制
度
研
究
に
対
し
、
制
度
と
運
用
と
い
う
問

題
を
視
野
に
入
れ
た
個
別
具
体

的
な
検
討
を
必
要
に
迫
る
と
思
わ
れ
る

。

ま
た
、
本
稿
は
原
文
と
編
纂
史
料
の
比
較
を
行

い
、
後
世
に
対
す
る
情
報
伝
達
と
い
う
問
題
を
確
認
し
た
。
本
稿

で
扱

っ
た
事
例
は
そ
の

問
題

の

一
部
で
し
か
な

い
が
、
我
々
が
用
い
る
編
纂
史
料
の
特
質
を
幾
分
か
は
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
中
国
史
に
特
徴
的

で
あ
る
記
述
の
重
層
性
は
、
時
に
読
む
者
を
混
乱
さ
せ
る
が
、
こ
の
問
題
を
常
に
念
頭
に
お
く
こ
と
で
逆
に
新
た
な
知
見
を
開
く
こ
と
が
可

能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
歴
史
学
に
と

っ
て
常
識
で
あ
り
、
贅
言
す
る
必
要
も
無

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
新
出
史
料
、
そ
し
て
原

文
書
が
稀
少
で
あ
る
宋
代
史
研
究
に
と

っ
て
、
再
度
確
認
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

「潭
州
牒
学
」
は
各
官
司
の
発
し
た
各
文
書
が
節
略
引
用
さ
れ
る
重
層
構
造
を
持

っ
て
お
り
、
そ
の
文
書
構
成
は
文
書
伝
達
経
路
と

一
致

し
た
。
そ
し
て
、
「潭
州
牒
学
」
の
構
成
中
、
太
常
寺
牒
に
お
け
る
朱
熹
申

へ
の
回
答
部
分
が
大
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、

「備
准
」
と
は
送
ら
れ
て
き
た
文
書
内
容
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
書
写
し
て
送
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
備
牒
」
を
も
と
に
し
た

田
中
謙
二
氏
の
説
を
実
例
で
確
認
し
た
。

一
般
的
に
下
行
文
書

の
際
に
内
容
に
つ
い
て
独
自
の
判
断

・
命
令
を
下
す
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
特
に

「備
准
」
の
場
合
は
文

書
内
容

の
全
く
の

「転
送
」
と
な
り
、
独
自

の
判
断

・
命
令
性
は
極
め
て
薄
く
な
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「潭
州
牒
学

」
か
ら
読
み
と
れ
る

文
書
伝
達
経
路
は

[図
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]
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
同
じ
上
行
文
書
、
或
は
下
行
文
書
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
ら

は
決
し
て
等
質
の
も
の



で
は
な
く
、
各
段
階
に
お
い
て
判
断
や
命
令
性
に
濃
淡
が
つ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が

「備
准
」
の
語
に
端
的
に
記
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ど
の
官
司
が
何
を
ど
こ
ま
で
独
自
に
判
断

・
命
令
で
き
る
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
統
治
構
造
に
直
結
す
る
だ
ろ

う
。こ

の

「備
准
」
の
語
の
使
用
は
圧
倒
的
に
南
宋
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
は
北
宋

・
南
宋
の
統
治
構
造

の
差
異
に
由
来
す
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
北
宋
と
南
宋
と
の
違

い
と
い
う
点
で
は
、
文
書
伝
達
経
路
に
関
し
て
も
他
に
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
今
回
の
分
析
で
は

安
撫
司
経
由
に
よ
る
諸
州
、
そ
し
て
諸
県

へ
と
至
る

『
釈
奠
儀
図
』
頒
布
の
経
路
が
確
認
で
き
た
が
、
そ
の
経
路
は
次
に
挙
げ
る

『
宋
会
要
』

輿
服
四
-

二
二
に
確
認
で
き
る
北
宋
末
の
状
況
と
少
し
異
な
る
。

政
和
七
年
六
月
二
十
四
日
、
詔
す
ら
く

「天
下
州
県
の
歳
ご
と
に
祭
る
社
稜

・
雷
雨

・
風
師
及
び
釈
奠

文
宣
王
、
冠
服
悉
く
其
の
旧
に

循
り
、
形
制
誰
異
に
し
て
、
在
処
に
同
じ
か
ら
ず
。
礼
制
局
に
令
し
様
を
造
り
、
転
運
司
に
頒
下
せ
し
め
、
本
司
に
令
し
て
制
造
せ
し

め
、
諸
州
に
下
し
、
州
は
県
に
下
す
べ
し
。
衣
服
不
二
に
し
て
、
以
て
其
の
民
を
斉
う
る
に
庶
し
」
と
。

北
宋

末
の
政
和
七
年

(
一
一
一
七
)
に
出
さ
れ
た
詔
に
よ
れ
ば
、
州
県
の
社
穫

・
雷
雨

・
風
師
を
祭
る
儀
式
や
釈
璽
文
宣
王
の
儀
式
に
お
い

て
、
服
装
は
旧
来
か
ら
の
慣
習
に
依

っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
形
式
は
奇
異
で
あ
り
、
場
所
に
よ
っ
て
も
異
な
る
こ
と
が
問
題
と
な

っ
て
い

る
。

そ
こ
で
、
礼
制
局
に
様
式
を
定
め
さ
せ
、
路
の
転
運
司
に
頒
下
し
て
制
造
さ
せ
、
諸
州

へ
下
し
、
州
か
ら
諸
県

へ
と
下
す
よ
う
指
示
が

出
さ
れ
て
い
る

塾
。

釈
璽
礼
全
体
と
そ
の

一
部
の
服
装
規
定
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
州
県
に
伝
達
す
る
際
に
路

の
転
運
司
を
経
由
さ
せ
る
か
安
撫
司
を

経
由
さ
せ
る
か
と
い
う
選
択
の
違

い
は
何
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
。
今
回
確
認
し
た
安
撫
司
経
由
の
経
路
を
選
択

し
た
理
由
に
は
、
単
に

朱
熹

が
た
ま
た
ま
安
撫
司
を
兼
任
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
が
北
宋
と
南
宋
の
統
治
構
造
の
差
異

で
あ

る
な
ら
ば
、
文
書
伝
達
過
程
中
に

「備
准

一
を
必
要
と
す
る
南
宋

の
統
治
構
造
と
は

一
体
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。
こ
れ
ら

の
問
題
は
本
稿
で
は
扱
い
き
れ
な
い
が
、

「備
准
」
と
と
も
に
、
行
論
中
に
幾
度
か
出
て
き
た

「備
申
」
と

「備
牒
」
と
い
う
文
書
伝
達
形

式
を
突
破
口
と
し
て
当
時

の
統
治
構
造
を
考
察
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。



(
1
)

田
中
謙

二

『
朱

子
語
類
外
任
篇
訳
註
』

(汲
古
書

院
、

一
九
九
四
)
三
九
-

四
〇
頁
を
参
照
。

(
2
)

『
釈

璽
儀
図
』

四
庫

提
要

「書
首
載

「淳
煕
六
年

礼
部
指
揮
」

一
通
、

「尚
書
省
指
揮

」

一
通
、
次

「
紹
煕
五
年
牒
潭
州

州
学

備
准
指
揮
」

一
通
、
皆

具
録
原
文
。
次

「州

県
釈
葵
文
宣
王
儀
」
、
次

「
礼
器
十
九
図
」
。
」

(
3
)

『
釈
奠
儀
図
』

「申

請
所
降
指
揮
」

「淳
煕
編
類

祀
祭

儀
式
指
揮
」

二
指
揮

の
後

に
附
さ
れ
た
註

「謹
按
、

二
項
指
揮
、
有
関

干
礼
典
、
誠
非
細

故
。

其

申
請
所
降
指
揮
、
蓋
文

公
先
生

守
南

康

日
、
申
請
検
会

『
政
和

五
礼
新
儀
』
、
及
取
州
県
礼
制
、
編
次
成
書
、
頒
下

四
方
。
錐
先
生

継
以
其
書
多
抵
梧
、

復
於
臨
潭
条
奏

、
長
沙
冊
定
、
然

此
要
為
修
明
礼
典

之
始
也
。
故
列

子

「
潭
州
牒
学
」
之

首
、

庶
有

孜
焉
。
若

所
頒
大
中
祥
符
器
制

・
元
豊

礼
文
、
先

生
不
取
、
則

不
載

云
。
」

(
4
)

↓
例
を
挙
げ
れ
ば

、
『
晦
庵

集
』
別
集
巻

五

「
釈
奠
申
礼
部
検
状
」
に

は

「
一
、
釈
奠

儀
旧
本

「郷
国
公
」

下
並
有

「野
王
」
字
、
今

已
冊
去

、
而
不

著
其
所
以
然
者
、

亦
与

旧
本
抵
悟
。

将
来
如
蒙
別

行
鐘
板
、
即
乞
検
会
靖
康

年
中
罷

王
安

石
配
享
先

聖
章
疏
指
揮
、
並
行

附
載
、
傍
下
州

郡
、

並
将
旧

批
撃
.
」
と
あ

る
。

(5
)

『
晦
庵
集
』

巻
八
三

「書
釈
奠

申
明
指
揮

後
」

「欧

陽
公
言
、
古
礼
今

皆
廃
失
、
州
県
幸
有

社
穫
釈
璽

風
雨
雷
師
之
際
、

民
猶

得
以
識
先

王
之

礼
、
而

吏
多

不
習
、

至
其

臨
事
、
挙
多

不
中

、
而
色
不
荘
、
使

民
無
所
膿
仰
、

見
者

怠
焉
。
熹

始
読
之
、
毎

疑
其
言
之
過
、

及
仕
州
県
、
身
親
見

之
、

而
後
知

公
之
不
妄

也
。
」

ま

た
、
「潭
州
牒
学
」
は

『
釈
璽
儀
図
』

の
来
歴
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
が
有
す
る
重
層
構
造
は
文
書
伝
達
過
程
中
に
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
重
層
構
造
は

「潭
州
牒
学
」
自
体
の
来
歴
を
物
語

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
来
歴
は
文
書
の

伝
達

・
処
理
と

い
う
手
続
き
を
制
度
内
で
経
た
証
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
文
書
の
権
威
を
保
証
し
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
れ

ら
に
関
す
る
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註



(
6
)

『
政

和
五
礼
新
儀
』

に

つ
い
て
は
、
小
島
毅

「宋

代

の
国
家

祭
祀
1

『
政
和

五
礼
新

義
』

の
特
徴
1

」

(池

田
温
編

『
中

国
礼
法
と

日
本
律
令

制
』
東

方

書
店
、

一
九
九

二
)
、
吾
妻
重

二

『
朱
熹

『
家

礼
』

の
版
本

と
思
想
に
関
す

る
実

証
的

研
究
』

(平
成
十

二
年
度

～
平
成
十

四
年
度
科
学

研
究
費
補
助

金

基

盤

(
C
)

(
2
)

研
究
成
果
報
告
書

課
題
番
号

一
二
六

一
〇
〇

一
七
)

「第

二
章

宋

代

の
家
廟
と
祖
先
祭

祀
」
中

の

「
↓

宋
代

の
家
廟
制
度
」

を
参
照
。

(
7
)

『
釈
璽
儀

図
』

四
庫
提
要

「紹
興

二
十

五
年
乙
亥
、
官
同
安
主
簿
、

以
県
学
釈
奠

旧
例
、
止

以
人
吏
行
事

、
求

『
政
和
五
礼
新
儀
』
於

県
無

之
。
乃
取

『
周
礼
』
『
儀

礼
』
『
唐

開
元
礼
』
『
紹
興

祀
令

』
更
相
参
考
、
画
成
礼
儀
器
用
衣

服
等
図
、
訓
釈
弁

明
、
繊
微

必
備
。
此
釈
黄
礼

之
初
稿

也
。
」
な

お

『
年

譜
』

の
記
述

は
提
要
と
多
少

の
異
同
は
あ

る
が
ほ
ぼ
同
内
容

で
あ
る
。

た
だ
し
、

「初
稿

」
と

い
う
段
階

に
分

け
て
は

い
な

い
。

ま
た
、
最

後
に

「偉

執
事
、
学
生

朝
夕
観
覧
、
臨
事
無
舛
。
」
と

の

一
文
が
あ
る
。

(
8
)

「書
釈
奠

申

明
指
揮
後
」

「淳
煕

己
亥
、

初
守
南

康
、
嘗

一
言
之
、
朝
廷
為

取

『
政
和
新
儀
』
、
鐘
板
頒

下
。

而
其
本
書
自
多
抵
梧
、

復
以
告
焉
、
則
莫

之
省
　
。

紹
煕
庚
戌
、

復
自

臨
潭
列
上
釈
奠

数

事
、
且
移
書
礼
官
督

趣
、
乃
得
頗
為
討
究

、
則
淳
煕
所
鍵

之
版

已
不
復
存
、
百
計
索

之
、
然
後
得
諸
老

吏

之
家
。

又
以
議
論
不

一
、
越
再
歳

乃
能
定
議
、
条
奏
得
請
施
行
。

而
主
其
事

者
、
適
徒
他
官
、
因
格

不
下
。
」

(
9
)

『
釈
奠
儀
図
』
四
庫
提
要

「淳
煕

六
年

己
亥

、
差
知
南
康
軍
、
奏
請
頒
降
礼

書
、
又
請
増
修
礼
書
事
、
未
施

行
。
紹
興

(煕

の
誤

り
)

元
年
庚

戌
、
改

知
滝
州

、
復
列
上
釈
璽

礼
儀
数
事
、

且
移

書
礼
官
、

乃
得
頗
為

討
究
。
時
淳
煕
所
鐘

之
板

、
已
不
復
存
、
後

乃
得
於
老
吏
之
家
。

又
以
議

論
不

一
、
越

再
歳
始

能
定

議
。
而
主
其
事
者
、
適
徒

他
官
、
遂
格
不
下
。
此
釈
算
礼

之
再
修

也
。
」

(
10
)

『
宋
会

要
』

礼

一
四
-

一
〇
〇

(
11
)

依

る
べ
き
典

故
を
焦
点
と

し
て
朱
喜
描の
見
解
と

『
淳
煕
儀
式
』
が
異
な

っ
て
い
た

こ
と
は
、
前
掲
註

(
3
)
に

「若
所
頒
大
中
祥
符
器
制

・
元
豊

礼
文
、

先

生
不
取
、
則

不
載

云
」
と
記
さ
れ

て
い
る

こ
と

に
も
表
さ

れ
、
朱
熹

が

『
政
和

五
礼
新

儀
』
に
非
常

に
拘

っ
て

い
た

こ
と
が
わ

か
る
。

大
中
祥
符
や

元
豊
年

間

の
礼
制
を
も
参
考
す

る

『
淳

煕
儀
式
』
は
、
朱
熹

に
は
受
け

入
れ
が
た

い
も

の
で
あ

っ
た

の
だ

ろ
う
。

(
12
)

「
書
釈
奠

申

明
指
揮
後
」

「
及
又
再
歳
而
喜
崩守

長
沙
、
則
前

博
士
倉
艦
仁
還
為

少
卿
、
始
復
取
往
年

所
被
救
命
、
下

之
本

郡
。

然
吏
文
重
復
繁

冗
、
幾

不
可
読
。
且

日

『
属
有
大
典

礼
、
未
連
偏

下
諸
州
也
』
、

既
而
喜
赤

召

還
奏
事
、
行
有

日
　
。

又
適

病
目
、

不
能

省
文
書
、
顧
念

薙
事
得
請

之
難
、
而



今

所
下
書
乃
如
此
。

又
度
其
必
不
能
継

下
諸
州
、
若

不
亟
疏

理
、
而
明
布
宣
之
、

是
為
已
得
請
於
上
、

而
復
重
見
格
於
下
也
。
且
自

我
請
之
自
我
尼
之

不
可
。

於
是
力
疾
躬
為
鈎
校
、
刷

別
狼
醸

、
定
為
数
条
、

以
附
州
案
、

偉
移
学
官
、
符
属
県
、

且
関

帥
司
、
井
下
巡
内
諸
州
。
」

(
13
)

『
釈
貫

儀
図
』
四
庫
提
要

「紹
興

(
煕

の
誤
り
)
五
年
甲
寅
、
除
知
潭

(潭

の
誤
り
)
州
、
会
前
太
常

博
士
蒼
元
善
還
為
太
常
少
卿

、
始

復
取
往
年
所

被

勅
命

、
下
之
本

郡
、

吏
文
繁
複
、
幾

不
可
読

。
且

日
、

属
有

大
典
礼
、
未
邊
偏

下
諸
州
。
時
諸

(朱

の
誤
り
)
子
方
召
還
奏
事
。

又
適

病
目
、
乃
力

疾

鉤
校

、
冊
別
狸
雑
、
定
為

四
条

、
以
附
州
案
、
偉
移
学
官
。
是
為
最

後
之
定
稿
、
即
此
本
也
。
」

(
14
)

「書
釈
奠

申
明
指
揮
後
」

「僅
畢

而
行
、

則
聞
倉
卿
補
外
、
而
奉
常

果
不
復
下
其
書
他
州
　
。
熹

到
闘
亦

不
能
両
月
而
帰
。
」

(
15

「書

釈
葵
申
明
指
揮
後
」

「
明
年

長
沙

郡
文
学
郡
困
乃

以
書
来

日

『
以
公
之
拳
拳
於
此
也
。
謹

已
銀
木
而
広
其
伝
　
。
』
喜
{嘉
其
志

、
因
為
叙
其
本
末
、

以
視

後
之
君
子
、
使
知
夫
礼
之
易
廃
、
事
之
難
成
類

如
此
、
不
止
釈
奠

一
端
而

已
也
。
慶

元
元
年
、
歳
在

乙
卯
、
正
月
五
日
、
朝
請
郎
朱
嘉
、
謹
書
。
」

(
16
)

襲

延
明
編
著

『
宋
代
官
制
辞
典
』

(
一
九
九
七
、
中
華
書

局
)

及
び
平
田
茂
樹

「宋
代
地
方
政
治
管

見
-

箭
子
、
帖
、
牒
、
申
状

を
手
掛

か
り
と
し

て

」

(『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』

一
一
、

二
〇
〇
七
)
を
参

照
。

(
17
)

『
朝
野
類
要
』
巻
四
、
文
書
、
部

符

「
六
部
行
符
、
即
省
筍

之
義
。

其
末
必

日
、
符
到
奉
行
。
」

(
18
)

植
松

正

「元
典
章
文
書
分
析
法

」

(森

田
憲
司
編

『
=
二
、

一
四
世
紀
東
ア
ジ

ア
史
料
通
信
』

二
、

二
〇
〇
四
)
及
び
同

「
元
典
章

文
書

図
解

解
説
」

(
「
元
代

の
法
制
」
研
究

班

「
『
元
典
章

礼
部
』

校
定
と
訳
注

(
一
)

礼
制

一

(朝

賀

進
表

迎
送
)
」
『
東
方

学
報
』
八

一
、

二
〇
〇
七
)
を
参
照
。

(19
)

「
部
符
」
文
書
が
原
文
書
と

し
て
残

っ
て

い
な

い
た
め

に
、

本
稿

で
は
文
集
に
収
め
ら
れ

て
い
る
部
符

の
実
例
を
用

い
た
。
だ
が
、

筆
者

は
石
刻
史
料

と
し
て
残
さ
れ

た
宋
代

部
符
を

二
〇

〇
八
年
八
月

に
実

見
し
、
そ
れ
を

「準
文
書

」
と
し

て
扱

い

『
慶

元
条

法
事
類
』

に
載

せ
ら
れ
た
符
式
と
比
較
検

討

し

「宋

元
交

替
期

の
宋
代

文
書

蘇
州

玄
妙
観

「
天
慶

観
甲

乙
部

符
公
拠
」
所
刻

宋
元
公
文
書

の
検
討
i
」

(
九
州
大
学
大

学
院
人
文
科
学

府

・
比

較

社
会
文
化
学
府

・
歴
史
学
拠
点

コ
ー

ス
主
催
国
際

ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ

「前

近
代
東
ア
ジ

ア
文
書

の
比
較

史
的

研
究
」

二
〇
〇

八
年

一
一
月

二
〇

日
、

於

九
州
大
学
)

に
て
報
告

し
た
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
別
稿
を

用
意

し
論
じ
る
予
定

で
あ

る
。

(20
)

こ
れ

に

つ
い
て
、
『
金

佗
続
編
』
巻

一
六
に
載
せ
ら

れ
た

「
賜
論
告
詞
」

「
賜
論
吏
部
牒
」
が

参
考

と
な

る
。

と
も
に
岳
飛

に

「忠

武
」

の
詮
を
賜
う

際

に
発
給
さ
れ
た
文
書

で
あ

る
。

「
賜
詮
告
詞
」
は
勅
そ

の
も

の
で
あ

り
、

「勅

」
か
ら
は
じ
ま
り

「奉

勅
如
右
、
牒
到
奉
行
」
で
終
わ

る
。

↓
方
、

「賜



論
吏
部
牒

」
は
尚
書
吏
部

牒

で
あ

り
、

「
賜
詮
告

詞
」

に
記
さ
れ

た
勅
が
引

か
れ
た
直
後

に

「前

批
、

五
月
空
日
空
時
、

付
吏

部
施
行
、

傍
関
合
属
去

処
、
須

至
公
文
」
が
き

て
お
り
、
そ

の
後
に
牒
式

に
則

っ
た

「牒
。

請
謹
会
。
謹
牒

」

の
文

が
記
さ
れ
終
わ

る
。
ま
た
、

[
図
解

2
]
②

「淳
煕
八
年

十
二
月

二
十
八

日
勅
」

の
日
付

と
⑮

「前
批
、
十

二
月

二
十

四
日
辰
時

…
」

の
日
付

の
齪
齪

に
関

し
て
は

[
図
解

2
]
註

1
を
参

照
.、

(21
)

「
須
至
指
揮
」

の
表
現

は

「
須
至
」
+

「文
書
名
」
と

い
う
後
代

に
見
ら
れ
る
文
書
結
句
表

現
に
準
じ
て
お
り
、
実
際

に
そ
こ
が
文
書

の
区
切
り
と
な

っ
て
い
る
..
お
そ
ら
く
、
宋

代

で
の
こ
の
句

の
使
用

が
後
世

の
文
書
形
式

に
影
響

を
与

え
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
確

証
は
無

く
後
考
を
待

つ
。
ま
た
、
「指

揮
」
は

元
代

で
は
文
書
名
で
あ
る
が
、
宋
代

で
使

用
さ
れ
る
際

に
は

一
般
的
な
命
令

の
意
味

で
使
用
さ
れ

る
こ
と
が
多

い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

(22
)

『
慶
元
条
法
事
類
』
巻

一
六
、

文
書
。

(23
)

状

の
書
式
は
前
掲
註

(
22
)
を
参

照
。

(24
)

田
中
謙
二

『
朱
子
語
類
外
任
篇

訳
註
』

(汲
古
書
院
、

一
九

九
四
)
五
七
頁
、

「備
牒

」

の
項
、

(25
)

[
図
解

1
]
⑤

「中
書
門

下
省
尚

書
省
送
到
礼
部
状
」

の
箇

所
は

「中
書
門
下
省
尚
書
省

が
送

り
到

っ
た
礼
部
状
」
と
解
釈

す
る
。

現
代
中
国
語
的
解

釈

で
あ
れ
ば

「中
書
門

下
省
尚
書
省
が

礼
部
に
送

り
到

っ
た
状
」

と
な
る

か
も
し
れ
な

い
。

そ

の
解
釈
を
採

ら
な

い
の
は
、

「状
」

が
上
行
文
書

で
あ

る

こ
と
と
、

こ
の
部
分
が

礼
部

の
意

見
を
記
す
文
書

で
あ

る
こ
と
を
根
拠
と
す

る
。

更

に
、

[
図
解

2
]
③

「
中
書
門

下
省
尚

書
省
送

到
戸
部
状
」

の

部
分

の
文
書
が
や

は
り
戸
部

の
意

見

で
あ

る
こ
と

が
そ

の
解

釈
を
補
強
す
る
だ
ろ
う
。

(26
)

「知
府
修

撰
」
を
秘
閣
修
撰

知
潭
州
、

即
ち
朱
熹

の
こ
と
と
解
釈

し
た
が
、
多

く

の
問
題

が
残
る
。

ま
ず
、

「修
撰

」
と

い
う
簡
称

は
集
賢
殿
修
撰
、

史

館
修
撰
、

実
録
院
修
撰

に
用

い
ら
れ
、
秘
閣
修

撰

の

一
般
的

に
使
用
さ
れ

る
簡

称
は

「秘

撰
」
と
さ
れ

る

(『
宋
代
官

制
辞
典
』

一
四
八

・
一
五
〇

・
二
五
八
頁
)
。
次

に
、

朱
熹

は
知
潭

州

で
あ

っ
て
知
府

で
は
な

い
。

こ
れ

に
関
し

て
は
潭
州

は
府

で
は
な

い
が
荊
湖
南
路

の
首
州

で
あ
り
知
潭
州

は

安
撫
使
を
兼

任
す

る
た

め
、
潭
州
を
府

相
当
と

見
な

し
た
と
考

え
る

こ
と
は

で
き
る
か
も

し
れ
な

い
。
ま

た
、
[
図
解

1
]
⑪

に
臨
安
府

が
登
場
す

る

こ
と
か
ら

「知
府
」
が
知
臨
安
府

を
指

す
と
も
考
え
ら
れ

る
。
だ
が
、
臨
安
府

が
関
わ
る

の
は
近
年
降
下
さ
れ

た
指
揮

の
鐘
板
作
成
及
び
頒
降

で
あ

り
、

そ
れ
ら

は

『
釈
奠
儀
図
』

頒
降

に
あ

た
り

[図
解

-
]
⑳

「除

已
牒
臨

安
府
鐙
板
頒
降

外
」
と
除
外
さ

れ
て

い
る
た

め
、

「知
府
」

ー
知

臨
安
府

の
解

釈
は
採
ら
な

か

っ
た
。



(
27
)

先

に
書
式
か
ら
分
析

を
進

め
⑳

⑳

の
部

分
を
太
常
寺
牒
と
判

断
し
た
。
そ
れ

に
従

っ
て
内
容
を
解
釈

し
た
が
、
太
常
寺

か
ら
州

司

へ
の
命
令
中

に
、

州
司

の
長
官

で
あ
る
朱
熹

を

「
知
府
修
撰
」
と

呼
ぶ

こ
と

に
は
や
は
り
違

和
感
が
残

る
。

こ
れ
に

つ
い
て
未
だ

判
然
と

し
な

い
が
、

以
下

の
よ
う

に
解

釈

で
き

る

の
で
は
な

い
か
。
先
述

し
た
礼
部
符

の
分
析

に
お

い
て
、

「
太
常

寺
主
者

」

の
語
が
書

き
換
え
ら

れ
、

符
式
定
型
句

「符
到
奉

行
」
が
取
ら

れ

る
こ
と

で
、
も
と
も
と

は
礼
部
符

の
文

を
太
常

寺
牒
内

の
文

に
溶

け
込
ま
せ
た

こ
と
を
推
測
し
た
。

そ
れ
と
同
様
に
、
太
常
寺
牒

の
文
を
州
司
が
書

き
換
え

て
州

司
牒
内

の
文

に
溶

け
込
ま
せ
た
結

果
、
朱
嘉
が

「知

府
修
撰
」
と
表
現

さ
れ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
た
だ

し
、

こ

の
部
分
に

つ
い
て

は
後
考
を
待

つ
。

(
28
)

こ
れ
に

つ
い
て
は
他

の
用
例

を
整

理
す

る
必
要
が
あ

る
が
、

こ

こ
で
は
北
宋

代

の
原
文
書

で
あ

る

『
黒
水
城

文
書

』
に
お
け

る

「
備
准
」

の
使
用
を

紹
介

し
て
お
く
。

『
黒
水
城
文
献

』

「宋
北

西
辺
境

軍
政
文
書
」

文
書
番
号

九
八

(孟

黒
録
三

一
六
-

六

一
)

「
建
炎

五
年
正
月

二
十

三
日
牒
」

「
〔今
〕
備
准
/

〈経
〉
略

使
衙
筍

子
在
前
、
候

到
請
詳
前
/

口
。
前
会
合

軍
馬

入
援

、
所
及
/

口
書

内
指
揮
事

理
、
照
会
施

行
。
詑

〔希

〕
/

口
文

回
示
。
謹
牒

」

(口
は
文
字

が
切
れ
判

別
不
能

な
文
字
。

〈
〉

は
文
字

が
切
れ
判
別

不
能

で
あ

る
が
推

測
可
能
な
文
字
。

〔
〕

は
判
別
し
難

い
が
推
測

可
能

な
文
字

。
)

(
29
)

四
庫

全
書
版

で
は
朱
熹

申

の

「
不
審
是
何
年

月
増
封
、
乞
検
会

行
下
。
但

『
淳

煕
儀
式
』
」

の
部

分
が
抜
け

て
お
り
、
ま
た
、

「武
城

侯
」
を

「武
成

侯
」
と

し
て
い
る
。

(
30
)

王
瑞
来
点
校

、
唐
宋
史
料
筆

記
叢

刊

『
朝
野
類
要

(附

朝
野
類
要
研
究
)
』

(中
華
書
局
、
二
〇
〇

七
)
、

一
頁
、
王
瑞
来
氏
に
よ
る

「前

言
」
を
参
照
。

(
31
)

『
宋
代
官
制

辞
典
』

一
八

四
頁
を

参
照
。
な
お
、
『
宋
会
要
』
職
官

三
-

三

一
・
四
三
、
『
職

源
』

官
品
に
記
述
あ

り
。

(
32
)

一
例

と
し
て

『
黒
水
城
文
献
』

「宋

北
西
辺
境
軍
政
文
書
」
文
書

番
号
七
七

(孟
黒
録

三

一
六
-

一
八

(二
)
)

「宣
和
七
年

十

一
月
杜
肇
李
成
申
第
柴

将
状
」

が
挙
げ
ら
れ
、

「従
義
郎
権
金

湯
城
兵
馬
監
押
杜
」
と

「肇

」
、
「
武
徳
郎
知
金
湯
城
李

」
と

「成

」

の
筆
跡

は
明
ら

か
に
異
な
る
。

(
33
)

『
宋
史
』
巻

三
九
三
、
倦
膿
仁
伝

「唐
腱

仁
字
元
善
、
建
寧
浦
城

人
。

…
…
膿
仁
登
隆
興

元
年
進

士
第

、
調
饒
州
浮
梁
尉
。

…
…
光

宗
即
位
、
提
挙
漸

西
常

平
、
除
戸
部
員
外
郎

湖
広
総
領
、
就
升

司
農
少
卿
。

…
…
除
太
常
少
卿
、

陛
対
、
首
陳

父
子
至
恩

之
説
、
…
…
孝
宗
崩
、
膿

仁
率
同
列
抗
疏
、
請

駕
詣
重

華
宮
親
臨
祥
祭

、
辞
意
懇
切
。
時

趙
汝
愚
将
定
大
策
、

外
庭
無
預
謀
者
、
密

令
膿
仁
及
左
司
郎
官

徐
誼
達
意
少
保
呉

鋸
、

請
憲
聖
太
后
垂
簾
為



援
立
計
。
寧
宗

登
極

、
天
下
曇
然
、
膿
仁
与
諸
賢
密
賛

汝
愚
之
力
也
。
…

…
」

(
34
)

田
中
謙

二

「朱
門
弟

子
師
事

年
孜
」
『
田
中
謙

二
著
作
集
』

第
三
巻

(汲
古
書
院

、
二
〇
〇

一
)

二

一
六
-

二

一
七
頁
を
参
照
。

(35
)

前
掲

『
宋
史
』
窟
膿
仁
伝
、

及
び
肖

建
新

「南
宋
紹
煕
内
禅
鈎

況
」

(『
安
徽
師
範
大
学
学

報

(人
文
社
会
科
学
版

)
』
三
〇
1
六
、

二
〇
〇
二
)
七

一

六
頁
を
参
照
。

(
36
)

南
宋

に
お
け
る
礼
制
と
政
治

の
関
係

に

つ
い
て
、
近
藤

一
成

「南
宋
初

期

の
王
安

石
評
価

に

つ
い
て
」

(『
東
洋
史
研
究
』

三
八

三
、

一
九
七
九
)

が

従
祀
問
題
と

し

て
取

り
上
げ

て
お
り
参
考

と
な

る
。

ま
た
、
吾
妻

重

二

『
朱

子
学

の
新
研

究
』

(創

文
社
、

二
〇

〇
四
)

「第

二
章

朱
熹

の
中

央
権

力
批
判

」
に
よ
れ
ば
、

紹
煕
五
年

に
朱
宣
凧
が
中
央

入
り
し
た
後
に
眺
廟
問
題

で
趙
汝
愚
と
対
立

し
、

そ

の
関
係

に
強

い
亀
裂

を
生
じ
さ

せ
、

そ

の
後

の

政
治
状

況
に
影
響
を
及
ぼ

し
て

い
る
。

(
37
)

上

山
春

平

「朱
子

の

『
家
礼
』

と

『
儀
礼
経
伝
通
解
』
」

(『
東
方
学
報
』

五
四
、

一
九
八
二
)

二
四
五
頁
を
参
照
。

(
38
)

前
掲

上
山
論
文
、

二
四
五
-

二
四
六
頁
を
参
照
。

(
39
)

小
林
晃

「南
宋

中
期

に
お
け
る
韓
倥
冑
専
権

の
確
立

過
程
ー

寧
宗
即
位

(
二

九
四
年
)
直

後

の
政
治
抗
争

を
中
心
と
し

て
ー

」

(『
史
学
雑
誌
』

一

一
五
ー

八
、
二
〇
〇
六
)

三
五
頁
を
参
照
。

(
40
)

土

田
健
次
郎

「道
統
論
再
考

」

(『
鎌
田
茂
雄
博
士
還

暦
記
念

論
集

　
中
国

の
仏
教
と

文
化
』
大
蔵
出
版
、

一
九

八
八
)
六

一
九
頁
に

「
(朱
熹

の
)

一

生

の
営

為
は
、

お
そ
ら
く
士
大
夫
た
ち

を
引
き

つ
け
な

が
ら

一
面

で
宗
教
結
社

性
を
云

々
さ
れ

る
よ
う
な
あ
る
種

の
胡

乱
さ

が
感
じ
ら
れ

て
い
た
道
学

に
、

士
大
夫
社
会

の
中

で

の
安
定

し
た
市

民
権
を
あ

た
え
る

こ
と

で
あ

っ
た
。

…
…

(中
略
)

…
…
道

学
表
彰
は
、
自
分

の
生

の
存
立

の
根
拠

の
証
し

で
も
あ

っ
た
。
」
と
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

(
41
)

『
宋
史
』
巻

四
〇
八
、
呉
昌
喬
伝

に
は

「調
眉
州
教
授
。

…
…
祠
周
惇

願
及
顯

・
噸

・
載

・
熹
、

掲
白
鹿
洞
学
規
、
倣
潭
州

釈
翼
儀
、
簿
正
祭
器
、
士

習

不
変

。
」
と
あ

る
。

「潭

州
釈
奠

儀
」

と
は

『
釈
奠
儀
図
』

に
従

っ
た
儀
礼

と
考

え
ら
れ

、
『
釈
奠
儀

図
』
が
潭
州

で

の
み
通
行

し
て

い
た

こ
と

が
推

測
さ

れ
る
。

(
42
)

近
年
発
表
さ

れ
た
参
考

と
な

る
論
文

に
、

清
水
浩

一
郎

「南

宋
告
身

の
文
書

形
式
に

つ
い
て
」

(『
歴
史
』

一
〇
九
、

二
〇
〇
七

)
が
あ
り
、
南
宋

に



【付

記
】
本
稿

は
、

平
成

二
〇
年
度

文
部
科
学
省
特
定

領
域
研
究

「
東
ア
ジ

ア
の
海

域
交
流
と

日
本
伝

統
文
化

の
形
成
ー

寧
波
を
焦
点
と

す
る
学
際
的
創
成

-

　
前

近
代

中
国

の
中
央

・
地
方

・
海

外
を
結
ぶ
官
僚

シ
ス
テ
ム

(代

表

　
平
田
茂
樹
)
)
」

の
研
究
成

果

の

一
部

で
あ
り
、

二
〇
〇

八
年
七
月

一
九

日
に
大

阪
市
立

大
学

で
開
催

さ
れ
た
第

一
一
二
回
宋
代
史
談

話
会
及
び
同
年

七
月

二
九

日
ー

八
月

一
日
に
中

国
雲
南

大
学

で
開
催

さ
れ
た
国
際
宋
史

研
討
会
盤
中
国

宋
史

研
究
会
第
一
三

届
年
会

に
お

い
て
発
表

し
た

「
朱
熹

「文

公
潭
州
牒
州
学
備

准
指
揮
」
分
析

宋

代
文
書
行
政
上
諸

問
題
初
探
-
」

に
も
と
つ
く
。
席

上

に
お

い
て
先
生
方

よ
り
多
く

の
有
意

義
な
ご
意

見
を

い
た
だ

い
た
..
ま
た
、
北

京
大
学
博
士
生

で
あ
る
張
偉
氏
と

の
意

見
交
換

で
も
貴

重
な
ご
指
摘
を

い

た
だ

い
た
。

こ
こ
に
特

に
記

し
て
、
謝
意

を
表
し
た

い
。

お
け
る
告
身
を
題
材

に
そ
れ
ぞ
れ

の
文
書

へ
の
署
名
者

を

一
人

一
人
確
定
し

て
い
る
。

(43
)

『
宋

会
要
』
輿
服
四

二
二

「政

和
七
年
六
月

二
十

四
日
、
詔
、
天
下
州
県
歳
祭
社
穫

・
雷

雨

・
風
師
及
釈
奠

文
宣

王
、
冠
服
悉
循
其
旧
、
形
制
論
異
、

在

処
不
同
。
可
令
礼
制

局
造
様
、

頒
下
転
運
司
、
令
本

司
制
造
、

下
諸
州
、
州
下
県
。
庶
衣

服
不
二
、
以
斉
其
民
。
」

(
44
)

『
政

和
五
礼
新
儀
』
が
政
和

三
年

(
一
一

一
三
)
に
既

に
頒
布
さ

れ
て

い
る
。
し

か
し
、

同
書
巻

一
二
六
、
吉
礼

に

「州
県
釈
奠

文
宣
王
儀
」
が
載
せ

ら
れ
る
も
、
そ

こ
に
細

か
い
服
装

規
定

は
確
認

で
き
な

い
。

お
そ
ら
く
そ
れ
が

こ
の
詔
が
出

さ
れ
た
原
因
で
あ
ろ
う
。


